
藤原工業株式会社

三重県立総合医療センター

１階外来トイレ改修工事
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建築工事特記仕様書(1)
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電気設備工事特記仕様書(1)

電気設備工事特記仕様書(2)

動力・コンセント設備１階平面図

電灯設備１階平面図

自動火災報知設備・放送設備１階平面図
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機械設備工事特記仕様書(1)

機械設備工事特記仕様書(2)

換気設備１階平面図

衛生設備１階平面図

01Ａ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

図面リスト

各部詳細図（１）
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各部詳細図（２）

Ｒ扉詳細図
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工事範囲すべて

左官工事

金属工事

木工事

石工事

防水工事

鉄骨工事

コンクリート工事

鉄筋工事

地業工事

仮設工事

土工事

カーテンウォール工事

屋根及びとい工事

タイル工事

内装工事

塗装工事

ユニット及びその他の工事

排水工事

舗装工事

植栽及び屋上緑化工事

（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。

鉄筋工事

コンクリート工事

鉄骨工事

防水工事

・鉄筋組立て作業

・コンクリートブロック工事作業   

適用工事種類

・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

技能検定作業

コンクリートブロック

・エーエルシーパネル工事作業

・押出成形セメント板工事

仮設工事 ・とび作業

・ALCパネル

技能士

3．工事種目

2．敷地面積

1．工事場所

　※「3．工事種目」すべてを工事範囲とする。

Ⅰ　工事概要

工事設計図

(1.5.2)

4．工事範囲

特 記 仕 様 書

Ⅱ　建築工事仕様

　・「3．工事種目」のうち　　　　　　　　　　　の工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目は

　　 すべて今回工事範囲とする。

　・「3．工事種目」のうち工事範囲は下記表のとおりとする。ただし，その他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。

・構造物鉄工作業

・型枠工事作業    ・コンクリート圧送工事作業

1．標準仕様

3．特記仕様書の表記

（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。

　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。

　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。

2．電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は，電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用

（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。

 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書

　  （建築工事編）（令和４年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。

（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本

　　方針」（平成31年2月閣議決定）に定める判断の基準を満たす物品を示す。

10

・

その他

章

適用基準等1

項　　目 特　　記　　事　　項

図面，本特記仕様書，標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。

本設計図書における「標準詳細図」とは，次の基準を指す。

一
般
共
通
事
項

1
・建築物解体工事共通仕様書　　国土交通省大臣官房官庁営繕部

・建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

・

・

4 工事写真の撮影対象 (1.2.4)

環境への配慮

　　　性能を有するものとする。

　　　を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

　　　法とする。

　　　①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　　③安定的な供給が可能であること。

（５）製造業者等に関する資料の提出を求める材料

　　　　　に応じた材料を使用する。

　　　　　使用する。

　　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　　　　使用したものとする。

　　　材料を指す。

　　　　ヒド発散建築材料以外の材料

　　　②建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　　③建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　　　④建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

材料の品質等

施工条件 (1.3.5)

(1.4.1)

(1.4.2)

　　　する「建築材料・設備機材等品質評価事業」 ]の評価書の写し等）を監督職員に提出し

（１）建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共

（２）備考欄に商品名が記載された材料は，当該商品又は同等品を使用するものとし，同等品

（３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については，材料製造所の指定する工

（４）本工事に使用する材料のうち，（５）に指定する材料の製造業者等は，次の①から⑥の

　　　④法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。

　　　⑤製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　　⑥販売，保守等の営業体制を整えていること。

　　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散

　　　　　が極めて少ない材料で，設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分

　　　③ 接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等

　　　④ ①の材料を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器類は，ホルムアルデ

　　　　　ヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて少ない材料を

（２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において，「規制対象外」と

　　　は次の①又は②に該当する材料を指し，同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

　　　①建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種，第二種及び第三種ホルムアルデ

　　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材，

　　　① 合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ

　　　に，次の①から④を満たすものとする。

　　　② 接着剤及び塗料は，トルエン，キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

（１）本工事に使用する材料は，設計図書に定める品質及び性能の他，通常有すべき品質及び

　　　事項を満たすものとし，その証明となる資料（外部機関 [（一社）公共建築協会が発行

　　　て承諾を受ける。ただし，あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

　　　床型枠用鋼製デッキプレート，鉄骨柱下無収縮モルタル，無収縮グラウト材，押出し成

　　　形セメント板，成形伸縮目地材，乾式保護材，セラミックタイル，既調合モルタル，既

　　　調合目地材，ルーフドレン，吸水調整材，アルミニウム製建具 (コンクリート系下地及び

　　　鉄骨下地)，アルミニウム製建具(木下地)，樹脂製建具(コンクリート系下地及び鉄骨下

　　　移動間仕切，トイレブース，煙突用成形ライニング材，天井点検口，床点検口，グレー

※適用する

2

3 適用区分

(1.1.4)

・風圧力

・積雪荷重

　　建設省告示第1455号における区域　別表（　　）

　　風速（Vo=　　 m/s）

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　　地表面粗度区分（ ・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ ）

工事実績情報サービ

スへの登録

6

8

9

　　　ヘッドドア，ガラス，防水剤，現場発泡断熱材，フリーアクセスフロア，可動間仕切，

※工事写真は営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (令和5年版)）

電気保安技術者

※適用する

(1.3.3)5

発生材の処理等 (1.3.11)7

　に従い撮影すること。

地)，樹脂製建具(木下地)，鋼製建具，鋼製軽量建具，ステンレス製建具，錠前類，クロー

ザ類，自動扉機構，自閉式上吊り引戸機構，重量シャッター，軽量シャッター，オーバー

チング，屋上緑化システム，トップライト，エポキシ樹脂，ポリマーセメントモルタル，

・

・
・

※

Ｇ

　・工事用車両の駐車場所　※図示　　・　

　・資機材置場　　　　　　※図示　　・　

　・　　　　　　　　　　　※図示　　・　

　・建設発生土仮置場　　　※図示　　・　

・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業

・シーリング防水工事作業

植栽工事

内装工事

塗装工事

・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上げ作業

・造園工事作業

・建築塗装作業

建具工事

屋根及びとい工事

タイル工事

金属工事

左官工事

木工事

石工事 ・石張り作業

・大工工事作業

・タイル張り作業

・左官作業

カーテンウォール工事

・ビル用サッシ施工作業    ・ガラス工事作業

・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業

舗装工事 ・溶融ペイントハンドマーカー工事作業

排水工事 ・建築配管作業

・ガラス工事作業

・自動ドア施工作業

・加熱ペイントマシンマーカー工事作業

・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　

・内外装板金作業　    ・スレート工事作業

化学物質の濃度測定11

(1.5.9)

（１）屋内空気中のホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼン，スチレンの濃

　　　度を測定し，測定結果を監督員に報告する。

（３）測定は，バッシブ型採取機器により行う。

（２）測定対象室及び測定箇所は監督員の指示によるものとし、

・構外搬出適切処理

11

13

17

3

2

4

5

6

7

9

10

12

14

15

16

20

18

19

21

22

23

8

建具工事

コンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事

12 設計図

（大冊になる場合は分冊とする。表紙及び背表紙には「年度」、「施設名」 ､「工事名」､

「工事区分」を記載し『設計図』との表記をすること。詳細は監督職員の指示による。）

提出部数

・

建築（Ａ１判）

建築（Ａ３判）

・設計図(Ａ１､Ａ３判)を背貼製本の上監督職員に提出する。印刷・製本費用は請負者負担とする。

作成図書 ・各種施工図及び総合図（平面図・天井伏図・展開図）、総合立面図、総合外構図を作成する事13

完成時の提出図書14

(1.7.1～3)(表1.7.1)

※竣工図　　提出部数　（表紙、背表紙の表記は設計図同様とし、『竣工図』と記す。）

原図

白コピー製本

ＣＡＤデータ

電子データ

提出媒体

※　(A1版)１部　　・　(A3版)１部

※　オリジナル形式（ＪＷＷ形式）

※　ＰＤＦ形式

（病院１部）原図

白コピー製本

ＣＡＤデータ

提出媒体

※　(A1版)１部　　・　(A3版)１部

※　オリジナル形式（ＪＷＷ形式）

※　ＰＤＦ形式電子データ

※施工図・総合図等全図（図面リスト付）提出部数　

※保全に関する資料　提出部数

※確認検査済書、各種検査記録

電子データ ※　ＰＤＦ形式

提出媒体

※工事進捗写真（撮影位置の判るもの付）：紙焼き (1部)電子データ(2部)

Ａ４ファイル綴じ

Ａ４ファイル綴じ

Ａ４ファイル綴じ

電子データ ※　ＰＤＦ形式

提出媒体

設計ＧＬ ※図示　・（　　　　）17

取合い

他工事又は他工種との 工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。16

内部(　　)

完成写真

・カラー

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 画素数・画質等

工事完成時に次の写真を撮影し，監督職員に提出する。15

外部（　　）内部（　　）・カラー四切木製パネル

・電子データ

・カラー全紙木製パネル 外部（　　）鳥瞰（　　）

外部(　　内夜景(　) )

鳥瞰(　　内夜景(　) )

内部(　　)

外部(　　内夜景(　) )

鳥瞰(　　内夜景(　) )

※キャビネ版 ※1000万画素以上※1部

2 監督職員事務所 (2.3.1)

1 足場その他

3

仮
設
工
事

2 ・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては，

　同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

　における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。　

(2.2.4)

52,309.01㎡

新棟4か所、既存棟1か所合計5ヶ所程度見込むこと。

（病院２部）２部

（病院２部）※　(A1版)１部　　・　(A3版)２部

※　ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ　１部（病院１部）

※　(A1版)１部　　・　(A3版)１部 （病院１部）

※　ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ　２部（病院１部、事務所１部）

※　２部　　・　部

※　２部　　・　部

※　ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ　２部（病院１部、事務所１部）

※　２部　　・　部

※　ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ　２部（病院１部、事務所１部）

※設ける　・設けない

4 工事用電力 構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（  ※有償　　・無償 ）

3 工事用水 構内既存の施設　※利用できない　　・利用できる（  ※有償　　・無償 ）

三重県四日市市大字日永5450番地132

　三重県立総合医療センター 1階外来トイレ改修工事

既存本館　外来トイレ改修工事

　　　２．電気設備工事　　　　　　　一式

　　　１．建築工事　　　　　　　　　一式

　　　３．機械設備工事　　　　　　　一式

工事範囲すべて

工事範囲すべて

工事範囲すべて

工事範囲すべて

工事範囲すべて

工事範囲すべて

工事範囲すべて

工事範囲すべて

　　する。なお，電気設備工事の特記仕様書は（Ｅ－０１）図，機械設備工事の特記仕様書は（Ｍ－０１）図による。

02Ａ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

建築工事特記仕様書(1)

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

1 コンクリートの類別等

　※Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

　・Ⅱ類（JIS A 5308に適合したコンクリート）

コンクリートの種別

※普通コンクリート

 ・24

 ・

 ・

構造体強度補正値

　※標準仕様書表6.3.2による

　・

種類 (6.3.1)

　・

アルカリシリカ反応性による区分 (6.3.1)

設計基準強度

（N/mm ）
2

スランプ

（cm）
適用箇所

　※A　　・B（コンクリート中のアルカリ総量が3.0 kg/m 以下）

　  　352J/g以下，かつ28日目で402J/g以下のものとする

　・高炉セメントB種

　・フライアッシュセメントB種

　　適用箇所(　　　　　　　)

　    普通ポルトランドセメントの品質は，JIS R 5210に示された規定の他，水和熱が7日目で

 ・

 ・

  　適用箇所( ※下記以外全て　　・　　　　　　　)

3

(6.2.1～4)

Ｇ

Ｇ

図示による

図示による

　　適用箇所(  　　　　　　)

　※普通ポルトランドセメント，中庸熱ポルドランドセメント，高炉セメント A種，

　　シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種

 ・15又は18　　・18

 ・18

 ・15

 ・21

 ・18 図示による

セメント2

骨材3

4 混和材料

5

打継目地

打継ぎの位置，

ひび割れ誘発目地，

コンクリートの仕上り6

打増し厚さ

（打放し仕上げ部）

7

型枠8

軽量コンクリート9

寒中コンクリート10

　柱及び壁

打継ぎの位置

　梁及びスラブ

　　※スパンの中央又は端から1/4の付近

(6.6.4)

目地の寸法

　　※ひび割れ誘発目地，打継目地の深さ寸法は，躯体外側の打増し部で処理する

(6.6.4)(6.8.1)(9.7.3)

(6.8.1)

　　※スラブ，壁梁又は基礎の上端

　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　・図示による（　　　　　　）　　・　

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

種　別

・B種

・C種

・A種

種　別

コンクリートの仕上げの平たんさ

・a種

・b種

・c種

(6.8.1)

・外装タイル後張り面の打増し処理

・打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）　　　　

　　・20mm　　・　

打増し厚さ

・打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）　　　　

打増し範囲

・図示による（　　　　　　）　　・　

せき板の材料及び厚さ (6.8.2)

　・MCR工法用シート

　　　使用箇所

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

(6.8.2)　　　適用箇所

　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　　打増し範囲

　　　打増し厚さ

(6.8.2)
スリーブの材種・規格等

種類

適用箇所

　・図示による（　　　　　）　　・　

適用期間

　・図示による（　　　　　）　　・　

　・積算温度を基に定める場合

　　・図示による（　　　　　）　　・　

(6.11.1)

(6.11.2)

スランプ

　　・10mm　　・20mm　　・　

　・断熱材の兼用した型枠

　　　・20mm　　・　

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　・図示による（　　　　　　）　　・　

・混和材

　混和材の種類

(6.3.1)

　　※標準仕様書 6.3.1(4)(b)による　　・　

・混和剤

　混和剤の種類

(6.3.1)

　　※標準仕様書 6.3.1(4)(a)による　　・　

 ※図示による（　　　　　　）

 ※図示による（　　　　　　）

 ※図示による（　　　　　　）

 ※図示による（　　　　　　）

 ※図示による（　　　　　　）

 ※図示による（　　　　　　）

　・合板（ ※12mm　　・　　　　　　）　　　・　

　・1種　　・2種

適　用　箇　所

適　用　箇　所

　・標準仕様書 9.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による

　・図示による（　　　　　　）　　・　

　・図示による（　　　　　　）　

　※21cm　　・　

ひび割れ誘発目地の位置，形状

(6.2.5)(6.8.2)(表6.2.4)

(6.2.5)(6.8.2)(表6.2.5)

(6.10.1)(表6.10.1)

Ｇ

　　・20mm　　・　図示による
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暑中コンクリート

セメントの種類

マスコンクリート 適用箇所

　※6N/mm　　・　

(6.12.2)

(6.13.2)

構造体強度補正値(S)11

　　　・　

(6.13.2)

混和材料

・混和剤

　　混和剤の種類

　　　※JIS A 6204に適合するAE減水剤または高性能AE減水剤

　・高炉セメントB種

　・フライアッシュセメントB種

　・低熱ポルトランドセメント

　・中庸熱ポルトランドセメント

スランプ

構造体強度補正値（s）

(6.13.2)

(6.13.2)

　※表6.13.1による　　・　

12 (6.13.1)

3

コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
　
続
き

2

　・普通ポルトランドセメント

　・シリカセメント

Ｇ

　※15cm     ・　18

　・図示による（　　　　　）　　・　リニアック室

建築工事特記仕様書(2)

流動化コンクリート14

無筋コンクリート13

15 コンクリートの単位

水量測定

コンクリート強度試験

　・図示による（　　　　　）

適用箇所

　　フライアッシュセメントA種

　※普通ポルトランドセメント，高炉セメントA種，シリカセメントA種又は

セメントの種類

　・高炉セメントB種

　・フライアッシュセメントB種

コンクリートの種類

　※普通コンクリート

設計基準強度

スランプ

　※15cm又は18cm　　・　

適用箇所

　・標準仕様書 6.14.1(4)(ｱ)～(ｶ)による

　・図示による（　　　　　）　　・　

　※18(N/mm )　　・　

(6.15.1)

　実施要領

(6.2.1)(6.14.1)

(6.3.1)

(6.14.1)

(6.14.1)

(6.14.1)

・行う　　・行わない

　(1)単位水量の測定は，150m に1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

　(2)単位水量の上限値は，標準仕様書6.3.2(ｲ)(c)による。

　　   ±15kg/m の範囲にある場合はそのまま施工する。

　(3)単位水量の管理目標値は次の通りとして，施工する。

　　 1)測定した単位水量が，計画調合書の設計値(以下，「設計値」という。)

　　 2)測定した単位水量が，設計値±15を超え±20kg/m の範囲にある場合は，水量変動の原

　　   因を調査するとともに生コン製造者に改善を指示し，その運搬車の生コンは打設する。

　     その後設計値±15kg/m 以内で安定するまで，運搬車の3台毎に1回，単位水量の測定を

　     行う。

　　 3)設計値±20kg/m を超える場合は，生コンを打込まずに持ち帰らせ，水量変動の原因を

　　   調査するとともに生コン製造者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の

　　 4)3)の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。

　(4)単位水量管理についての記録を書面(計画調合書，製造管理記録，打込み時の外気温，コ

　   ンクリート温度等)と写真により提出する。

　(5)単位水量の測定方法は，高周波誘電加熱乾燥法(電子レンジ法)，エアメータ法又は静電容

　   量測定法による。また，試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。

　　   測定を行い設計値±20kg/m 以内であることを確認する。更に，設計値±15kg/m 以内で

　　   安定するまで，運搬車の3台毎に1回，単位水量の測定を行う。

2

3

3

3

3 3

3

3

Ｇ

Ｇ

適用箇所

　・図示による（　　　　）

16

4

金
属
工
事

1 ステンレスの表面

仕上げ

2 アルミニウム及び

アルミニウム合金

の表面処理

※HL程度

種　類

・No.2B　程度

・鏡面仕上　程度

施工箇所（手すり，タラップ，建具以外）

・AB-1種

・AB-2種

・AC-1種

・AC-2種

・BA-1種

・BA-2種

・BB-1種

・BB-2種

・BC-1種

・BC-2種

・C種

種　別 施工箇所（成型板，笠木，建具以外）

※表面処理は標準仕様書表14.2.1 による

色合い等　　　　　　　・標準色

　　　　　　　　　　　・アンバー　　　・ブロンズ

　　　　　　　　　　　・特注色（　　　　　　　）

(14.2.1)

(14.2.2)(表14.2.1)

陽極酸化皮膜の着色方法　※二次電解着色　　・三次電解着色

　　　　　　　　　　　・ブラック系　　・ステンカラー　　・　

表面処理方法 種　別

溶融亜鉛めっき ・B種

・C種

・D種

・E種

・F種

電気亜鉛めっき

・A種

施工箇所（手すり，タラップ以外）

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合

・天井のふところが3.0mを超える場合

　　工法

・屋外の軒天井，ピロティ天井等

・天井下地材における耐震性を考慮した補強

　・図示

スタッドの高さが5.0mを超える場合

　※標準仕様書表14.5.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

スタッド，ランナーの種類

出入口及びこれに準ずる開口部の補強

野縁等の種類

(14.6.3)(表14.2.1)

(14.7.2)(14.7.3)(表14.2.1)(表14.7.1)

笠木の固定金具の工法等

表面処理　種別（　　　　）種

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

（14.2.3)(表14.2.2)

　屋外　※25型　　・19型

　屋内　※19型　　・25型

　補強方法　※図示　　・　

　補強方法　※図示　　・　

　補強箇所　※図示　　・　

　補強方法　※図示　　・　

　補強箇所　※図示　　・　

　補強方法　※図示　　・　

(14.5.3)(表14.5.1)

　※図示　　・　

取付け用下地　・図示　　・標準仕様書14.4 による

伸縮調整継手　・設ける（施工箇所　・図示　　・　　　　）

　　　　　　　・設けない

表面処理　　　※図示　　・　

種別　　　　　※図示　　・　

種類　・250形　　・300形　　・350形

　　　　　色合等　・標準色（ ・アンバー　　・ブロンズ　　・ブラック系　　・ステンカラー  ）

　　　　　　　　　・特注色

　　　　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（  ・1　　・1.15　　・1.3 ）倍の

　　　　　　　　　　風圧力及び積雪荷重に対応した工法）

　　　　　・適用しない

(14.8.2)(14.8.3)

　　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（  ・1　　・1.15　　・1.3 ）倍の
　　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　　　　　　　風圧力に対応した工法）

　　　・適用しない

　　野縁受，吊りボルト，インサートの間隔及び周辺部からの距離　※図示　　・　

　　周辺部の端からの間隔　・図示　　・　

　　野縁の間隔　　　　　　・図示　　・　

　補強方法　※標準仕様書14.4.4(8)(ｱ)，(ｲ)による　・図示

・屋外の軒，ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強

　※標準仕様書14.5.4(5)(ｱ)～(ｳ)による　　・図示

　　　　　　　　・鋼製　　　　　　　　 （表面処理　※溶融亜鉛めっきC種　　・　　　　　　）

(14.4.2～4)(表14.4.1)

タラップの種別　・ステンレス製　SUS 304（表面処理　※研磨なし　　・　　　　　）

手すりの種別　　・ステンレス製　（表面処理　・軟質樹脂　　・　　　）

　　　　　　　　・鋼製　　　　　（表面処理　・溶融亜鉛めっき C種　　・　　　　　）

3 鉄鋼の亜鉛めっき

軽量鉄骨壁下地5

4 軽量鉄骨天井下地

金属成形板張り6

7 アルミニウム製笠木

手すり及びタラップ8

左
官
工
事

5 ラス系下地1

その他のボード下地

せっこうボード，

こまい下地

木ずり下地

2

3

4

　※「公共建築木造工事標準仕様書」の10章8節[外壁回り]による

　・図示（建築基準法に基づく耐力壁，防火構造，準耐火構造等の指定がある場合）

ラス下地板，下地用合板，面材等の仕様

材料　ラス材及ぶ補強用平ラス

　　　ラスシートの山高，山ピッチ，質量及び溶接ピッチによる区分

　　　ステープルの形状及び寸法

下地の種類

(15.2.5)

　せっこうラスボード　種類（　　　　）　厚さ（　　　　）

　せっこうボード　　　種類（　　　　）　厚さ（　　　　）

　木質系セメント板　　種類（　　　　）　厚さ（　　　　）

材料　せっこうボード，せっこうラスボード及び木質系セメント板の種類及び厚さ

(15.2.6)

(15.2.7)

(15.2.4)

　　　　　　　　　　　　　※LS4（耐力壁の場合） 　　・　

建築基準法に基づく耐力壁の指定　・なし　　・あり

材料　木ずり用小幅板の材種　※杉（心去り材）　　・　

　・直張り工法（ ・ラスモルタル下地　　・ラスシートモルタル下地  ）

　・通気工法　（ ・二層下地　　　　　　・単層下地 ）

　・図示（外張断熱工法で断熱材の外側に野縁を施工する形式の通気工法を行う場合）

　　　　通気工法二層下地　※2種波形ラス700　　　　　・　

　　　　通気工法二層下地　※2種防水紙リブラス800　　・　

　　　　リブラス　　　　　※L925TS　　　　　　　　　・　

　　　　波形ラス　　　　　※L1019JS 　　　　　　　　・　

モルタル塗り5

塗り

セルフレベリング材

仕上塗材仕上げ

6

7

ＡＬＣパネルの場合の
下地処理

8

マスチック塗材塗り9

10せっこうプラスター塗り

11しっくい塗り

(15.3.2)(15.3.5)

モルタル　　・現場調合材料　　・既調合材料（　　　　　）

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示　　・　　　　　）

　　　　　　・設けない

　　　　　　・設けない

2

床の目地　　・設ける

外装タイル張り下地等の下地モルタル塗り及び下地調整塗材塗りの接着力試験

　　　　　　　（種類　　※押し目地　　・　　　　）

　　　　　　・適用する　　・適用しない

種類 呼び名

・複層仕上塗材

・厚付け仕上塗材

・薄付け仕上塗材

・防水形外装薄塗材E

・可とう形外装薄塗材E

・内装薄塗材E

・外装薄塗材E

・外装薄塗材S

・内装薄塗材W

・外装薄塗材Si

・可とう形外装薄塗材Si

・内装薄塗材C

・内装薄塗材L

・内装薄塗材Si

・外装厚塗材C

・外装厚塗材Si

・外装厚塗材E

・内装厚塗材C

・内装厚塗材L

・内装厚塗材G

・内装厚塗材Si

・内装厚塗材E

・複層塗材CE

・可とう形複層塗材CE

・複層塗材Si

・複層塗材E

・複層塗材RE

・防水形複層塗材CE

・防水形複層塗材E

・防水形複層塗材RE

仕上げの形状及び工法等
防火
材料

上塗材

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし

・ゆず肌状（・吹付け　・ローラー塗り）

・砂壁状

・さざ波状

・平たん状

・凹凸状（・吹付け　・こて塗り）

・着色骨材砂壁状（・吹付け　・こて塗り）

・砂壁状じゅらく

・京壁状じゅらく

　吸放湿性　・適用する　・適用しない

外　観　※つやあり　・つやなし　・ﾒﾀﾘｯｸ

溶　媒　※水系　・溶剤系

耐候性　※耐侯形３種　・　

樹　脂　※アクリル系　・　

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

仕上塗材の種類

(15.5.2)(表15.5.1)

(15.6.2)(表15.6.1)

・軽量骨材仕上塗材 ・吹付用軽量塗材 ・

・こて塗用軽量塗材 ・

(15.6.4)

(15.7.2)

(15.8.3)

材料　下塗り及び中塗りに用いるせっこうプラスター

(15.8.2)

調合及び塗厚

(15.10.2)

(15.10.3)

下地　※木ずり，こまい土壁塗り，せっこうラスボード又はせっこうボード

(15.10.1)

　上塗材　　・適用する　・適用しない

　吸放湿性　　・適用する　・適用しない

　耐湿性　　　・適用する　・適用しない

・ゆず肌状　　・凸部処理　　・凹凸状

・せっこう系　　・セメント系

　　　上塗り　　・既調合プラスター（上塗り用）　　・しっくい塗り

　　　　　　　　・既調合プラスター　　・現場調合プラスター

　　　・　

　　　木づり下地　　　※標準仕様書表15.10.1による　　・　

内壁目地部の形状　※Ｖ形目地付き　　・　

種別　・A種　　・B種

材料　・現場調合材料　・既調合材料（しっくいの塗材の種類等：　　　　）

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

　　　こまい土壁下地　※標準仕様書表15.10.2による　　・　

　　　　　　　（目地割　※2m 程度（最大目地間隔3m程度）　・　　　　　）

12こまい壁塗り

ロックウール吹付け13

工法　・土物仕上げ（・水こね土物1工法 　　・水ごね土物2工法

　　　　　　　　　　・のりさし土物工法　　・のりごね土物工法）

　　　・砂壁仕上げ工法

　　　・切返し仕上げ工法

　　　・大津仕上げ（・普通大津仕上げ工法 　　・大津みがき工法）

　　　砂壁用ののりの種類　　※ふのり　　　・　

　　　色土の種類　　　　　　・土物仕上げ（　　　　）　　・大津仕上げ（　　　　）

材料　土壁用ののりの種類　　※つのまた　　・　

調合　下塗りの調合　※標準仕様書表15.11.2による　　・　

塗厚　※標準仕様書表15.11.8による　　・　

　　　・図示（建築基準法に基づく耐力壁の指定がある場合）

工程　こまい壁　※A種　　・B種

(15.11.8)

(15.11.2)

(15.11.3)

(15.11.4)

(15.12.2)(15.12.3)

(15.11.7)

ロックウールのホルムアルデヒド放散量

吹付け厚さ（mm）　・図示　　・25　　・　

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

接着剤のホルムアルデヒド放散量

(15.11.5)(表15.11.9)

建
具
工
事

6 1

2

防火戸

見本の製作等

3

4

5

防犯建物部品

アルミニウム製建具

網戸等

6

7

樹脂製建具

鋼製建具

8 鋼製軽量建具

9 ステンレス製建具

(16.1.6)

※建具表による　・　

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　）

・適用しない

　　　耐風圧性等級，気密性等級，水密性等級

表面処理

・防鳥網

種　類 材　種

・防虫網

※16～18メッシュ

網目寸法15mm

網　目

・

※0.25mm以上

1.5mm

線　径

・ガラス繊維入り合成樹脂製

※合成樹脂製

・ステンレス(SUS 316)製

ステンレス(SUS 304)線材

　外部に面する建具

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　）

　　　　　　　　　・行わない

　　　　　　　　　・納まり等が分かる程度のもの

　　　　　　　　　・行わない

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして，あらかじめ製作する

　　外部に面する建具の種別　・A種　　・B種　　・C種　　・　

　　　　　　着色　・標準色　　・特注色

　　　　　　着色　・標準色　　・特注色

結露水の処理方法　※図示　　・　

水切り板，ぜん板　※図示　　・　

　　・防音ドア，防音サッシとする場合　　遮音性の等級（  ・　　　　）

　　・耐震ドアとする場合　　　　　　　　面内変形追随性の等級（  ・　　　　）

　　・断熱ドア，断熱サッシ　とする場合　断熱性の等級（  ・　　　　）

(16.2.3)

(16.1.3)

(16.1.4)

・適用する（ ※適用箇所は建具表による　　・　　　　　）

　　　　　　　　　（ ※建具表による　　・図示）

　屋内の建具

・防音ドア，防音サッシとする場合

・断熱ドア，断熱サッシ　とする場合

大型建具

　※適用しない（表16.4.2による）

鋼板の厚さ（mm）　　　　　　※標準仕様書表16.5.1による

　　　遮音性の等級　・T-A種 　　　　・T-B種

ガラス　　　　　　　※複層ガラス　　・　

水切り板，ぜん板　　※図示　　　　　・　

表面色　　　　　　　・標準色　　　　・特注色

材料　鋼板　・亜鉛めっき鋼板　　・ビニル被覆鋼板　　・カラー鋼板　　・ステンレス鋼板

召合せ，縦小口包み板の材質　・建具表による　　・　

　外部に面する建具の耐風圧性　・S-4　　・S-5　　・S-6

　外部に面する建具の耐風圧性　・S-4　　・S-5　　・S-6

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　　・角出し曲げ

表面仕上げ　　　　　　　　※ＨＬ　　　　・鏡面仕上げ　　・　

鋼板　　　　　　　　　　　※SUS304，SUS430J1L 又はSUS443J1　　・　

・建具の種別　・A種　　・B種　　・C種　　・木下地（ ・D種　　・E種 ）

　・断熱ドア，断熱サッシ　とする場合　断熱性の等級（  ・　　　　）

　・耐震ドアとする場合　　　　　　　　面内変形追随性の等級（  ・　　　　）

　・防音ドア，防音サッシとする場合　　遮音性の等級（  ・　　　　）

　・断熱ドア，断熱サッシ　とする場合　断熱性の等級（  ・　　　　）

　・耐震ドアとする場合　　　　　　　　面内変形追随性の等級（  ・　　　　）

　・断熱ドア，断熱サッシ　とする場合　断熱性の等級（  ・　　　　）

　・耐震ドアとする場合　　　　　　　　面内変形追随性の等級（  ・　　　　）

　　　断熱性の等級　・H-A種 　　　　・H-B種 　　　　・H-C種

(16.2.2)(16.2.4)(16.2.5)

　　　　　　種別　・BB-1種　  ・BB-2種

　　　　　　種別　・BC-1種　  ・BC-2種

(表16.2.1)(表16.2.2)

(表14.2.1)

(表14.2.1)

(16.2.5)(16.3.2～5)(表16.3.1)(表16.3.2)

性能値等（建具符号は建具表による）

　簡易気密型ドアセット　　　　・適用する（建具符号は建具表による）　　・適用しない

(16.2.2)(16.4.2～4)(表16.4.2)

　簡易気密型ドアセット　　　　・適用する（建具符号は建具表による）　　・適用しない

(16.2.2)(16.5.2～4)

　　　　　　　　　　　　　　・図示

　簡易気密型ドアセット　　　　・適用する（建具符号は建具表による）　　・適用しない

(16.2.2)(16.4.2)(16.6.2～5)

性能値等（建具符号，枠の見込み寸法は建具表による）

性能値等（建具符号，枠の見込み寸法は建具表による）

性能値等（建具符号，枠の見込み寸法は建具表による）

性能値等（建具符号は建具表による）

　・適用する（建具符号，枠の見込み寸法は建具表による）

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

　・防音ドア，防音サッシとする場合　　遮音性の等級（  ・　　　　　）

　・防音ドア，防音サッシとする場合　　遮音性の等級（  ・　　　　　）

・18メッシュ
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建築工事特記仕様書(3)

10 木製建具

・普通合板

・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

表面の樹種

　　（※ﾗﾜﾝ合板程度　・　　　 　）

　不透明塗料塗り

　　（※しな合板程度 ・　 　　　）

板面の品質（　　　）

接着の程度（・1類　・2類 ）

樹種名（　　　　　　　　　）

接着の程度（・1類　・2類 ）

化粧加工の方法

（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装）

表面性能（　　　　    　）タイプ

接着の程度（・1類　・2類 ）

合板の種類 備　考樹種・規格等

　生地，透明塗料塗り

・フラッシュ戸

　表面材の合板の種類

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

建具材の加工，組立時の含水率　※Ｂ種　　・　

・かまち戸

・ふすま

・戸ぶすま

・紙張り障子

金物の種類・見え掛り部の材質等

　※標準仕様書表16.8.1及び適用は建具表による　　・　

表面板の厚さ　※表16.7.6による　　・　

　　かまち樹種（　　　　）　鏡板樹種（　　　　）

枠，くつずりの材料　　・建具表による　　・　

(16.8.2,3)

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

　　上張り　　　・鳥の子　　　・新鳥の子又はビニル紙程度

　　縁仕上　　　・塗り縁　　　・生地縁（素地）　　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）

　　見込み寸法　※19.5mm　　　・建具表による　　　・　

　　見込み寸法　※30mm　　　　・建具表による　　　・　

　　見込み寸法　※30mm　　　　・建具表による　　　・　

(16.7.2～4)

　　見込み寸法　※36mm　　・建具表による　　・　

錠前類

クローザ類

握り玉，レバーハンドル，押板類，クレセントの取付位置　

その他の鍵　　※各室３本１組　　・　

・SSLD-1

・SSLD-2

・DSLD-1

・DSLD-2

　・建具表による　　・　

　・建具表による　　・　

　・建具表による　　・　

(16.8.4)

樹脂製建具に使用する丁番　※標準仕様書表16.8.3による　　・　

金属製建具に使用する丁番　※標準仕様書表16.8.2による　　・　

(16.9.2～5)

自動ドアの種類

※耐電圧，温度上昇，

耐久性（サイクル）は

標準仕様書表16.9.1に

よる

・

・行う

（適用箇所は

・行わない

建具表による）

・適用する

・適用しない

防錆凍結防止性能 引き戸用検出装置の種類

・押しボタンスイッチ

・光線（反射）センサー

・熱線センサー

・音波センサー

・光電センサー

・電波センサー

・多機能トイレスイッチ

　　工法　　　　・Ⅰ型　　　　・Ⅱ型

鍵箱　　　　　※有り　　　　　　・無し

自動ドア開閉装置の性能値

Ｇ

Ｇ

Ｇ

・タッチスイッチ(非接触）

マスターキー　・製作する　　　　・製作しない（既存マスターキーに合わせる）

多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置（表16.9.2）

　　　開閉方法　※片開き　　・　

　　　耐電圧，温度上昇，耐久性（サイクル），防錆，電源

　　　　　※標準仕様書表16.9.2による

引き戸用検出装置（表16.9.3）

　　　　　・耐電圧（　　　　）温度上昇（　　　　）

　　　放射無線周波数電磁界耐性，耐電圧，防錆，防滴，電源

戸の開閉方式　※図示

　　　　　・放射無線周波数電磁界耐性（　　　　）耐電圧（　　　　）

　　　　　　防錆（　　　　）防滴（　　　　）電源（　　　　）

シャッターの種類　・管理用シャッター　耐風圧強度（　　） N/㎡

　　　　　　　　　・外壁用防火シャッター　耐風圧強度（　　） N/㎡

　　　　　　　　　・屋内用防火シャッター

　　　　　　　　　・防煙シャッター

性能　※標準仕様書表16.10.1による　　・　

スラット及びシャッターケース用鋼板

　鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　　　　　　　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

管理用シャッターのシャッターケース　・設ける　　・設けない

　めっきの付着量　※Z12又はF12　　・　

保護装置の設置箇所　※建具表による

(16.10.3)

開閉方式の種類　　　※上部電動式（手動併用）　　・上部手動式

(16.11.2)(16.11.3)

(表16.11.1)

　　　　　　耐久性（　　　　）防錆（　　　　）電源（　　　　）

　　　　　※標準仕様書表16.9.3による

・フットスイッチ

11 建具用金物

鍵12

13 自動ドア開閉装置

14 自閉式上吊り引戸装置

15 重量シャッター

19 ガラスブロック

17 オーバーヘッドドア

18 ガラス

軽量シャッター16

・バーチカル形

・ハイリフト形

・スタンダード形

・ローヘッド形

・電動式

※バランス式

・チェーン式

セクション材料

による区分

開閉方式

による区分

収納形式

による区分
ガイドレールの材質

耐風圧

区分(Pa)

・125

・100

・75

・50

※スチールタイプ

・ファイバーグラス
タイプ

・アルミニウムタイプ

※溶融亜鉛めっき鋼板

・ステンレス鋼板

電動式の場合の保護装置の設置箇所　※建具表による

スラットの材質

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

　・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯）

耐風圧強度（　　）N/㎡

電動式の場合の保護装置の設置箇所　※建具表による

スラットの形状　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形

開閉形式　※手動式　　・上部電動式（手動併用）

(16.12.2～4)(表16.12.1)

　　　めっき付着量　※Z06又はF06　　・　

　　　めっき付着量　※AZ90　　　　　・　

(16.13.2)(16.13.3)

※フロート合わせガラス　 

・網入磨き合わせガラス

※フロート強化ガラス　 

・型板強化ガラス

※フロート板合わせガラス

構成種類

・Ⅲ類

・熱線吸収，フロート板合わせガラス

・網入磨き，フロート板合わせガラス

・網入磨き，熱線吸収板合わせガラス

※フロート強化ガラス

・熱線吸収強化ガラス

※型板強化ガラス

・Ⅱ－1類　・Ⅱ－2類

・Ⅰ類　・Ⅲ類

材料板ガラスの種類による名称

・1種　・2種

種類

品種

品種

・強化ガラス

・熱線吸収板ガラス

・複層ガラス

・Ⅰ類

・合わせガラス　 

(9.7)(16.14.2～4)(表16.14.1)

特性による種別

特性による種別

断熱性 日射取得性，日射遮蔽性

・G　・　　　

・S　・　 ・アルゴン　・　

・空気　　　・　・T1　・T2　・T3

・T4　・T5　・T6

・高性能熱線反射ガラス　 

※フロート倍強度ガラス　 

・熱線吸収倍強度ガラス　 

耐久性

・A種　・B種

　A種

　B種

日射熱遮へい性

・2種

・3種

品種（色調） 材料板ガラスの種類

色調種類

※熱線反射ガラス　 

　（・　　　　　　　　）

　（・　　　　　　　　）

・1種　　　　

・倍強度ガラス

・熱線反射ガラス

  映像調整　　・行わない　 ・行う　 

　反射皮膜面　※内面　　　 ・外面

・フロート板ガラス　　

・網入磨き板ガラス　　

・線入磨き板ガラス　　

・グレイジングチャンネル形

・ガスケット

・シーリング材

・

・シーリング材

・

・

・シーリング材

ガラス留め材 ガラス溝の大きさ(mm)

ガラスの留め材及び溝の大きさ

建具の種類

※建具の製造所の仕様による

・

※建具の製造所の仕様による

・

※建具の製造所の仕様による

・

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

アルミニウム製

表面

形状

外側

※15以下

・

内側

※6以上

呼び寸法 厚さ
色　調 目地幅(mm)

平積み 曲面積み

伸縮調整

目地(mm)
防火性能

※無し

・有り

※6m以下

ごとに

10～25

・図示

・

・正方形

・長方形

・125×125

・320×320

・250×125

・320×160

・200×200

・160×160

※8～15

・15～25

・

・ ・

・・

・ ・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

クリア 乳白

　　　寸法　※径5.5mm　・　

化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　）

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

曲面積みの曲率半径は，ガラスブロックの幅寸法の 10倍以上とする。

壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　　）

　　　　　　　　　　　・設けない

　　・適用しない

　　　形状　※はしご形状複筋及び単筋　　・　

力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS 304) 　　・　

金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　　・アルミニウム製

　　　　　　　　　寸法　※図示　　・　

　　　　　　　　　形状　※図示　　・　

　※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示

目地部の横力骨の納り

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（  ・1　　・1.15　　・1.3 ）倍の風

　　　　　　　圧力に対応した工法）

(16.14.5)

・

・

性能による種別 色調

乾燥気体の種類

 　80

 　95

 　80

 　95

・ 95

・125

・ 95

・125

※熱線吸収フロート板ガラス

・熱線吸収網入磨き板ガラス

・適用は以下によるほか，ガラスの種類，厚さの組合せは建具表及び図示による。

7

塗
装
工
事

1

2

3

材料

素地ごしらえ

錆止め塗料塗り

4 塗装

不透明塗料塗りの場合

透明塗りの場合

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

モルタル面及びプラスター面

※A種　・B種

※B種　・A種

※C種　・A種　・B種

※B種　・A種

下地面等 種　別

木部

・A種　・B種

せっこうボード面及び

その他ボード面

目地：継目処理工法

目地：継目処理工法以外

※A種　・B種

※B種　・A種

・A種　・B種

※B種　・A種

見え掛り部分

見え隠れ部分

※A種　・B種

※B種　・A種

下地面等 工程の種別 塗料の種別

鉄鋼面

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

・防火材料　※屋内の壁，天井仕上げは防火材料とする

(18.1.3)

　　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　）

コンクリート面（DP以外）及びＡＬＣパネル面

コンクリート面（DP）及び押出成形セメント板面

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

(18.3.2)(18.3.3)(表18.3.1～4)

鋼製建具
亜鉛めっき鋼面

※A種　・B種

※B種　・A種鋼製建具以外

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

塗　装 塗料の種類

(DP)
ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面等

屋内の鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

木部屋内

木部屋外

　ぺイント塗り(EP-G)

・つや有合成樹脂

　エマルション

・耐候性塗料塗り

・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD)

・クリヤラッカー塗り(CL)

・合成樹脂調合

ペイント塗り(SOP)

※1種　・2種

※1種　・2種

※1種　・2種

※1種　・2種

上塗り等級（ ）級

上塗り等級（ ）級

種　別

※B種　・A種

※B種　・A種

※A種　・B種

・オイルステイン塗り(OS)

・木材保護塗料塗り(WP) 屋外

・

高日射反射率塗料　　の適用　※適用する　　・適用しない

　　　　　　適用箇所　　　　※屋上，屋上面の金属面　　・　

(18.4.1～13.2)(表18.4.1～13.1)

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

　　　－

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

・A種　・B種　・C種

　　　－

　　　－

　　　－

EP-Gの場合

下記以外の場合

EP-Gの場合

下記以外の場合

(18.2.2～7)(表18.2.1～7)

※A種　・B種　・C種

　※A種　・B種

　・A種　・B種

　※B種　・A種　・C種

　※C種　・A種　・B種

Ｇ

1

8

内
装
工
事

接着剤1

ビニル床シート2

ビニル床タイル3

4 特殊機能床

ゴム床タイル

ビニル幅木5

6

接着剤のホルムアルデヒド放散量

(19.2.2)

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

※KT（コンポジションビニル床タイル）・無地

・・柄物・TT（単層ビニル床タイル）

・FT（複層ビニル床タイル）

・FOA（置敷きビニル床タイル）

・FOB（薄型置敷きビニル床タイル）

種類の記号 色柄 寸法（mm）
（mm）

厚さ
備考

・2.5

・3.0

・

・300×300

・450×450

・500×500

※FS（複層ビニル床シート）

・

・

・無地

・マーブル柄

・柄物

厚さ（mm）

※2.0

・

種類の記号 色柄 備考

シート種別

・帯電防止床シート

・帯電防止床タイル

・視覚障害者用床タイル

・耐動荷重性床シート

・防滑性床タイル

・防滑性床シート

　材質　・軟質　　・硬質

　高さ（mm）　※60　　・70　　・100

　厚さ（mm）　※1.5以上　　・　

　目地処理する場合の工法　・熱溶接工法　　・　

　厚さ（mm）　・3.0　　・4.5　　・6.0　　・9.0

　寸法（mm）　（　　　　　　　　　　　　　）

（19.2.2)(19.2.3)

(19.2.2)

(19.2.2)

(19.2.2)

(19.2.2)

接着剤に含まれる可塑剤は，難揮発性のものとする。

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合　・図示

厚さ，寸法，形状（mm） 性能 種類

　色柄　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

※2.0

　種類　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

・ビニル床ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ

Ｇ

Ｇ

合成樹脂塗床7

カーペット敷き7

8 フローリング張り

9 畳敷き

Ｇ

　・水性色 ・溶剤系 ・無溶剤系

パイル形状 寸法（mm）施工箇所

※ループパイル

・カットパイル

※第一種

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

※6.5

・

※500×500

・

※500×500

・

※500×500

・カット，ループ併用

・厚膜型塗床材

・厚膜型塗床材

・薄膜型塗床材

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床材

・ニードルパンチカーペット

・タイルカーペット

　厚さ（mm）　（　　　　）

　備考　　　　　（　　　　　　）

・

※6.5

・

※6.5

・

総厚さ（mm） 備考種類

　　　　　　　　　　　　　　　階段部分　※模様流し　　・市松敷き　　・　

　タイルカーペットの敷き方　　平場　　　※市松敷き　　・模様流し　　・　

（JIS K 5970）

（防塵塗料塗り）

※平滑仕上げ　　

・平滑仕上げ

・防滑仕上げ　

・つや消し仕上げ

・防滑仕上げ　　

塗布量（kg/㎡）　

　・　　

表面仕上げ　

　・平滑　 ・防滑　

溶剤　　

仕上げ色 　

　・標準色 ・　

工程

※平滑仕上げ

施工箇所 仕上げの種類

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

パイル形状種　別 色柄等織り方

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ

・ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ ・適用する

・柄物

　（標準品）

・無地・A種

・B種

・C種

・織じゅうたん

帯電性 備　考

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ ・適用しない

(19.3.3)(19.3.4)(表19.3.1)(表19.3.2)

パイル長さ（mm）パイル形状

・ループパイル

・カットパイル

・レベルループパイル

※全面接着工法

・グリッパー工法

・適用する

・カット，ループ併用

・タフテッドカーペット

　織じゅうたんの接合方法　※ヒートボンド工法　　・　

工法 帯電性 備考

・

・

・

・

・適用しない

　下敷き材(グリッパー工法の場合)　

　下敷き材　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ8mm　　・　

※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ8mm　　・　

　帯電性　　　・適用する

　　　　　　　・適用しない

種　類 工　法

(19.4.2)

・薄膜流しのべ工法

・厚膜流しのべ工法

・フローリング

・フローリング

　ボード1等

　ブロック1等

単層フローリング

・

・

・

・

・塗装品

・無塗装品

・塗装品

・無塗装品

・釘留め工法

・接着工法

　(根太張り)

・釘留め工法

　(直張り)

・接着工法

※なら

・

※なら

・

※なら

・

※なら

・

厚さ及び大きさ樹種 仕上塗装
の適用

間伐材等

※天然木化粧

複合フローリング

※なら

・

・C種

・A種

・B種 ・無塗装品

・塗装品 ・・適用する

・適用しない　(根太張り)

・釘留め工法

　(直張り)

・釘留め工法

・接着工法

間伐材等

の適用
仕上塗装防湿処理種別樹種

種　類 工　法

種　類 工　法

※標準仕様書19.5.1による

・

※標準仕様書19.5.1による

・

※標準仕様書19.5.1による

・

※標準仕様書19.5.1による

・

　　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

　合成樹脂塗床材のホルムアルデヒド放散量

　接着工法の場合の緩衝材　※合成樹脂発泡シート　　・　

種別　・A種　・B種　・C種　・D種（畳床：・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N）

下地の種類　・標準仕様書表12.6.1による床組

　　　　　　・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン　  )

畳表及び畳床はホルムアルデヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極めて

少ない材料を使用したものとする。

(19.6.2)(表19.6.1)

　　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

　フローリングのホルムアルデヒド放散量

見切り，押え金物　・適用する（材質，形状等　※図示　　・　　　　　　）

　　　　　　　　　・適用しない

（19.4.2)(19.4.3)(表19.4.1～8)

　（弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系

　塗床材）

　（エポキシ樹脂塗

　床材）

（19.5.2～6)(表19.5.1～5)

現場塗装仕上　・行う（施工箇所　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　※ウレタン樹脂ワニス塗り

　　　　　　　　　　・オイルステインの上，ワックス塗り

　　　　　　　　　　・生地のままワックス塗り

　　　　　　　・行わない

Ｇ

Ｇ

Ｇ
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内
装
工
事
　
続
き

10

その他ボード及び

合板張り

せっこうボード，

壁紙張り11

断熱材12 Ｇ

種　類

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 ・15　・20　・25　・　

・中質木毛セメント板 MW ・15　・20　・25　・　

NW ・15　・20　・25　・　

・硬質木片ｾﾒﾝﾄ板 HF ・12　・15　・18　・21　・　

・普通木片ｾﾒﾝﾄ板 ・30　・　NF

0.8FK

1.0FK

ﾀｲﾌﾟ2（無石綿）　・6　・8

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 DR

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号 RW-B ・25　・　

・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K GW-B ・25（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　・　

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-R ・12.5（不燃）・15（不燃）・　

・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-NC 9.5（不燃）化粧無（下地張り用）

　　　　　 化粧有（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-S 12.5（不燃）

・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-F

HW

・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

JIS記号 厚さ（mm），規格等

（19.7.2)(19.7.3)(表19.7.1)

・ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（・9 （不燃）・12（不燃）・　　）

・凹凸ﾀｲﾌﾟ（・12（不燃）・15（不燃）・　　）

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

・12.5（不燃）・15（不燃）・21（不燃）

・せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ GB-L 9.5

・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（木目） GB-D 12.5（不燃）　幅440mm程度

模様（・柾目　・板目）専用下地材有り

GB-D

・普通合板 表面の材種

・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

生地，透明塗料塗り（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　　）

・天然木化粧合板 樹種名（　　　　　　　　　）

接着の程度（・1類　・2類 ）

厚さ(mm)（　　　）

・特殊加工化粧合板

・防虫処理

・防虫処理

化粧加工の方法（・オーバーレイ  ・プリント ・塗装）

表面性能（　　　　    　）タイプ

接着の程度（・1類　・2類 ）

厚さ(mm)（　　　）

JIS K 6903 による厚さ（※1.2・　　）・ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

・3　・7　・9　・12　・　・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ MDF

・防虫処理

・ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（素地） HB

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）

・ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（化粧） ・内装用　・外装用

・2.5　・3.5　・5　・7

・ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ IB A級（・天井仕上　・内装仕上　・　　）

・9　 ・12 　・15 　・18

・無研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）

せっこうボードの目地工法　・仕上げ表による

　　　　　　　　　・適用しない

合板類，MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

せっこうボード等の下地　※図示　　・　

遮音シール材　　　・適用する（ ・シーリング材　・ジョイントコンパウンド ）

合板類の張付け　※B種　　・A種　

　　　不透明塗料塗り（※しな程度 ・　　　）

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

壁紙の種類

材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

ロックウール，グラスウール，フェノールフォーム，ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱

・断熱材打込み工法

紙 繊維
プラス

チック
無機質 その他

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・不燃　・準不燃　・難燃

防火種別 備考施工箇所

・押出法ポリスチレンフォーム断熱材（スキン層なし）

厚さ（mm）

・

・

・

・

・硬質ウレタンフォーム断熱材

・フェノールフォーム断熱材

・

・

・

・

施工箇所

・断熱材現場発泡工法

  　施工箇所　　　・図示　　・　

モルタル及びプラスター面の素地ごしらえ　　　　　　※ B種　　・A種

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ　※ B種　　・A種

コンクリート及びＡＬＣ面の素地ごしらえ　　　　　　※ B種　　・A種

種　類

　　厚さ（mm）　　・25　　　・30　　　・　

(19.9.2)(19.9.3)

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

ホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

　　断熱材の種類　※A種1又はA種1H　 　・　

(19.5.2)(19.5.3)

(表18.2.4)

(表18.2.5)

(表18.2.7)

・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

9.5（不燃）

・普通硬質せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-R-H ・9.5（不燃）

厚さ(mm)（　12.0　）

接着の程度（　2類　　）

板面の品質（　1等　　）

20

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

1 フリーアクセスフロア

可動間仕切2

移動間仕切3

トイレブース4

5 視覚障害者用床タイル

階段滑り止め6

7 手すり

備　考

・

・帯電防止床タイル

・タイルカーペット

・3,000N

・5,000N・0.6G

施工箇所 構　法 寸法(mm) 高さ(mm) 耐震性能 所定荷重 表面仕上げ材

・500×500

・

・置敷式

・支柱調整式

　※標準仕様書20.2.2(2)(ｵ)による　　・　

(20.2.2)

・1.0G・

配線用取り出しパネル

　フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　・ 20～30パーセント　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　

　　　　　　　　　　・図示

材質
構造形式

スタッド パネル

表面仕上材

厚さ

（mm）

総厚さ

（mm）

・スタッド式

・スタッド式

（内蔵）

（露出）

・0

・12

・20

・28

・36

パネル表面

仕上げ

・パネル式

　ル式

・スタッドパネ

(dB/500Hz)

遮音性能 防火性能

・部分電動式

・手動式

・電動式

・

・

・鋼板 ・36未満

・36以上

走行方向 操作方法
圧縮装置の

操作方法

総厚さ

（mm）

表面仕上材

(dB/500Hz)

遮音性

　移動式

・平行方向

・二方向

　移動式

・プッシュ式

・ハンドル式

・焼付塗装

・壁紙張り

・

材質 パネル表面仕上げ

ハンガーレールの取付け下地の補強

パネルの材料のホルムアルデヒド放散量

表面仕上材の品質，性能は，標準仕様書19章による。

　配線取り出し開口　・パネル1枚につき，40mm×80mm　程度の開口1箇所以上

表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質，性能は標準仕様書 19章による

パネル表面仕上げの壁紙張りの品質，性能　標準仕様書 19章による

遮音性は，JIS A 6512に準拠し，中心周波数500Hzの音についての透過損失とする

構成材の材質　・アルミニウム製　　・鋼製(仕上げ：　　　　)　　・　

スロープ及びボーダー　・製造所の仕様による　　・図示

空調用吹き出し（吸い込み）パネル　・なし　　・あり（形式，施工箇所：図示）

構成基材の種類

(20.2.3)

・

・鋼板・ ・0.6

・0.8

・不燃・メラミン樹脂

　焼付又はアク

・壁紙張り　

(20.2.4)

　・図示

パネル内に取付ける建具 ・あり（ ※図示　・　　　　）　 ・なし

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

寸法精度

帯電防止性能　・U値（クラス1）　　・U値（クラス2）
6

漏えい抵抗　　・R≧1×10 Ω　 　　・　

　・標準仕様書20.2.4(3)(ｳ)による

※幅木タイプ

・・ポリエステル樹脂系化粧板

・メラミン樹脂系化粧板

・

(20.2.5)

・アルミニウム製

・ステンレス製

施工箇所

・塩化ビニル製

・レジンコンクリート製

・コンクリート製

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・7.0 ・　

・

・

・

・

厚さ（mm）寸法（mm）

パネル材料のホルムアルデヒド放散量

・せっ器質タイル（Ⅱ類）

・磁器質タイル（Ⅰ類）

・磁器質タイル（Ⅰ類）

・せっ器質タイル（Ⅱ類）

・表面材と同材

・製造所の仕様

(11.2.2)(19.2.2)

ブロックパターンは JIS T 9251 による

端部フラットエンド幅（mm）

・約35

・

取付け工法

※接着工法

・埋込み工法

・あり

・なし －

・クリヤラッカー

・

・

・軟質樹脂

・EP-G

・

・35

・45

・

表面仕上げ 取付箇所

　　ビニルタイヤ入り

・

※集成材

・ステンレスパイプ

・鋼製パイプ

・ステンレス製（SUS 304）

・ビニル製ハンドレール

・SOP

ドアエッジ
表面材の材質

屋内

屋外

(20.2.6)

・ビニル製

・ステンレス製

直径（mm）

種　類

脚　部

形　状 材　質

材　種

材　種 備　考

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　

ランナー

　・標準仕様書20.2.4(3)(ｶ)による

ハンガーレール

　・図示

　・標準仕様書20.2.4(3)(ｵ)による

リル樹脂焼付け

・ステンレス点字鋲

　ノンスリップ樹脂入り

・34

・34

床点検口18

黒板及び

　ホワイトボード

鏡

表示

8

9

10

煙突ライニング

ブラインド

ロールスクリーン

カーテン

カーテンレール

ブラインドボックス

及び

カーテンボックス

天井点検口

11

12

13

14

15

16

17

Ｇ

Ｇ

・鋼製

・ステンレス製

寸　法

・一般形

・結露防止形

・600×600

・

・450×450

・密閉形

・アルミニウム製 ・鍵付き・屋内外用

・屋内用

備　考形　式材　種

種　類

　ボード

・ホワイト

・黒板

寸法（mm）

・平面

・曲面

・曲面

・平面 ・スクリーン付き引分け

・

・

・

※緑

・黒

※焼付け

形　式

・スクリーン付き引分け

色

・ ・

(20.2.8)

(20.2.9)

(20.2.10)

取付箇所　（　　　　　　　　　　　　）　

・衝突防止表示

案内用図記号はJIS Z 8210による。

　　形状，寸法（ ・30φ　　　　　　・　　　　　　）

　　材質　　　（ ・ステンレス製　　・　　　　　　）

寸法（mm）　・図示　　・　

厚さ（mm）　※5　　　 ・　

※ギヤ式

・コード式

・操作棒式

※2本操作コード

・1本操作コード式

－

－

操作方法

・80

※25

・

（mm）

・

※鋼製

・クロススラット

・アルミスラット

スラットの材質

・

　金製

※アルミニウム合

スラット幅
種　類

遮光性能材　種 操作方式

・電動式

・スプリング式

・チェーン式

・1級

・2級

・3級

寸法（mm） 備　考取付箇所

・図示

・ ・

・ポリエステル

・100

・

・手動

・電動

・手動

・電動

・縦型

・横型

誘導標識，非常用進入口等の表示　※消防法に適合する市販品　　・　

色，書体，印刷等の種別，取付け形状等は図示による。

その他の表示　※図示

キャスタブル耐火材　煙突用成形ライニング材の製造所の指定する製品とする

　適用安全使用温度　・400℃　　・650℃　　・　

煙突用成形ライニング材

ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合

クロススラット　消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工

アルミスラット　焼付け塗装仕上げ

・シングル

・ダブル

形　式

・片引き

・引分け ・ひも引き

・手引き

・電動

・フランスひだ

ひだの種類 取付箇所

・

開閉操作 備　考

（暗幕）

・箱ひだ，つまひだ

・プレーンひだ，片ひだ

きれ地の種別，

品質，特殊加工等

ては　　とする

使用される繊維のうち，ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品につい

巻取りパイプ，ウェイトバー，操作コード又は操作チェーンその他の材料

※製造所の仕様による　　・　

暗幕カーテンの両端，上部及び召合せの重なり　※ 300mm以上　　・　

材料による区分　※アルミニウム又はアルミニウム合金の押出し成形材

　　　　　　　　・ステンレス製

強さによる区分　※10-90　　　　 ・　

仕上げ　　　　　※アルマイト　　・　

形状　　　　　　※角形　　　　　・　

材質　　・集成材（仕上げ：　　　　　　　　　　　）

　　　　・アルミニウム製　押出し型材（市販品）

溝幅×深さ（mm）　・90×150　　※120×80　　・120×150　　・150×80　　・図示

　　　　　　種別（標準仕様書表14.2.1）　・BC-1種　　・BC-2種

・

・一般形

・600×600

・

外　枠 内　枠

・額縁タイプ

・目地タイプ

・額縁タイプ

・目地タイプ

・450×450・アルミニウム製

　　　　・鋼製（仕上げ：　　　　　　　　　　　）

・屋内外用

・屋内用

形　式材　種 寸　法

(20.2.14)

(20.2.14)

(20.2.13)

(20.2.12)

(20.2.11)

形式
寸法・　

取付箇所

・

・図示

・

・図示※アルミニウム

　合金製

・

ボックス・　

レールの材種

・図示・

・

・

Ｇ

Ｇ

Ｇ

　　　　　　色合い　・標準色（　　　　　　）　　・特注色（　　　　）

・密閉形（ｸﾘﾝﾙｰﾑ）

・　図示による

・待合ホール

・図示

耐震スリット19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

止水板

エキスパンション

ジョイント金物

流し台ユニット

旗竿

旗竿受金物

フェンス

ート

間知石及びコンクリ

ート間知ブロック積

み積み

鋼製書架及び物品棚

屋内掲示板

洗面カウンター

車止め支柱

プレキャストコンクリ

くつふきマット22

・垂直方法

・水平方向

・耐火型

・非耐火型・

・完全（全貫通型） ・有り

・無し

備　考防水性能耐火性能タイプ方　向

目地材

目　地 内　壁 外　壁

目地寸法（mm）

・シーリング材（見え掛かり部のみ）

・シーリング材（内外とも）

・シーリング材（見え掛り部のみ）

・

・ ・

目地

目地材の材質は標準仕様書表9.7.2による

・幅20×深さ10 ・幅20×深さ10

材　種

・アルミニウム製

クリアランス

・50　　　・100 ・有り（　　　　　）

耐火性能 備　考

・流し台

・コンロ台

・つり戸棚

・水切り

・1200

・1500

・1800

・600

・1200

・900

・1200

・900

・600

・1200

・550

・600

・650

・550

・600

・650

・450

－

・800

・850

・620

・670

・500

・700

－

市販品

トラップ付き

天板ステンレス製

天板ステンレス製

市販品

市販品

市販品

バックガード有り

ステンレス製

・1段式　・　

材　種
Ｗ Ｄ Ｈ

備　考

・アルミニウム合金製

・

材　質 備　考

・埋込み式

・ロープ式 ・ベース式

・バンド式

・ハンドル式

操作方法 固定方法

・同一断面型

・テーパー型

形　式 高さ（m）

・上下式鎖内蔵型

材　種 柱径・肉厚（mm） 高さ（mm）

・ステンレス製

・　 ・　

・　・標準品

　・スプリング式

・　

・

形　式

質量区分 備　考

・間知石 －

・Ａ

・Ｂ

・

・花こう岩

・凝灰岩

－

種　類材　種材　種

　ロック

・コンクリート間知ブ

・鋼製物品棚

・鋼製書架

種　類 規格等 耐荷量による種類

JIS S 1039による ・1種　・2種　・3種

・4種　・5種　・6種　・　

形式　　　　・差込式　　　・据置式　　　・壁張り式

施工箇所　　・図示　　　　・　

品質・性能　JIS A 4420による

フェンスの種類　　・ビニル被覆エキスパンドフェンス

　　　　　　　　　・樹脂塗装メッシュフェンス

　　　　　　　　　・鋼管フェンス

　　　　　　　　　・アルミフェンス

コンクリートの設計基準強度

　・図示

配筋

　※配筋を定めた計算書を監督職員に提出する。

　・図示

取付け方法

　※図示

　※水セメント比55％以下，単位セメント量の最小値300kg/㎡を満足する調合強度

枠の材質　　※アルミニウム製

表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　　・　

材種　・ステンレス製（SUS 304）　　・　

高さ　　　　　　　・図示　　・　

積み方　　 　 　　※谷積み　　・布積み

目塗り　　　　　　・図示　　　・　

　　　　　　厚さ　・図示　　　・　

伸縮目地　　材種　・図示　　　・　

奥行き（mm）　・約450　　・約600

材種　　　　　・エポキシ樹脂

(20.4.2)(20.4.3)

(20.3.3)(20.3.4)

外部は防水型とする

・ステンレス鋼（SUS 304）製

・ステンレス鋼（SUS 304）

受　け　枠

・

・

・硬質アルミニウム合金・硬質アルミニウム合金製

・塩化ビニル又はゴム製

備　考材　種

・ステンレス製 ・150　　 ・　 ・無し

・熱可塑性エラストマー

形状　　　　※図示（寸法も図示による）　　・　

250

寸　法（mm）

　・図示

・回転降下式

・垂直降下式

　（巻取り型）

・線入り磨き板ガラス

※網入り磨き板ガラス

・

※6.8

※不燃布

（不燃認定品）

鋼板製又はアルミ製

アルミ製枠付き

　※天井材張り

　・

　・可動式（天井収納型）

　※固定式（壁埋込み型）

表面仕上げ

ガイドレール

・

※500

・

・

※500

※500

・800

・800

材　質 厚さ（mm） 高さ（mm） 備　考

種　類 材　質 高さ（mm） 備　考

・固定式

・可動式

　降下機構　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込み型）

33 防煙垂れ壁

収納家具34

屋外掲示板

敷地境界石標

35

36

パーテーション37

照明器具　　※有り　　・無し

施錠　　　　※有り　　・無し

合板，集成材，MDF，パーティクルボード等のホルムアルデヒド放散量

　　　・花こう石類（文字記号等入り）

種類　※コンクリートブロック製（市販品）

材質形状・寸法　※図示　　・　 (12.2.2)(19.7.2)

　※規制対象外（1-8 環境への配慮（2）による）　　・　

図示による

・不飽和ポリエステル樹脂
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TR40〔常開〕天井　納まり図www.sanwa-ss.co.jp
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湿式タイル床
【タイル残置　
薄塗モルタル補修】

階 室　名
下地

下地

ＲＣ１階 RC

仕上表（改修前）

ビニル巾木

区分
床

Ｈ

60

区分
巾　木

区分天井高さ
天　井壁

【撤去】

WC用鋼製建具

備　　考

LGS 化粧石膏ボードt9.5 2,700
(LGS下地は流用)
【撤去】

１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）
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藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

仕上表・平面図（改修前後）

外来トイレ

区分

【タイル残置】

下地

下地

RC

【新設】

階 室　名
下地

下地

１階 RC

仕上表（改修後）

ビニル巾木

区分
床

Ｈ

60

区分
巾　木

区分天井高さ
天　井壁

【新設】

WC用鋼製建具

備　　考

LGS 化粧石膏ボードt9.5 2,700
(LGS下地は流用)
【新設】

外来トイレ

区分

【新設】

下地

下地

RC

-15
±０
ＲＣ

ビニル床シートt2.0

メラミン化粧板t3.0タイル
【撤去】

※多目的WC　自動ドアは再利用 （・自動ドアスイッチのみ更新）

（ノンスリップ仕様）
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工事設計図

Ⅰ．工事概要

1．工事場所

2．建物概要

（（注）延べ面積は建築基準法による表記 ）

建　物　名　称

工建物別及び屋外 事 種 別

屋　外

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

工　事　種　目

・ 電熱設備

・ 雷保護設備

・ 電力貯蔵設備

・ 発電設備

・ 映像・音響設備

・ 拡声設備

・ 誘導支援設備

・ 監視カメラ設備

・ 駐車場管制設備

・ 防犯・入退室管理設備

・ 中央監視制御設備

・ 情報表示設備

・ 構内通信線路

・ テレビ電波障害防除設備

・ 構内配電線路 一式

一式

一式

Ⅱ．工事仕様

1．共通仕様

特記仕様書

備　　考
延 べ 面 積 消防法施行令

別表第一の区分（ m ）
2

構　造 階　　　　数

3．工事種目（  印の付いたものが対象工事種目）

１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記仕様書等のうち、

　　　印の付いたものを適用する。

・ 50Hz　　・ 60Hz

電気工事士・

・

電源周波数・

・電線本数、管路等

・フラッシュプレート

・金属管の塗装

天井仕上げ表示・

・発生材の処理等

・養生

・はつり・コア抜き

・工事写真

・施工図等

　　　　　機器製作図　　　　　　　　　　一式

　　　　　制御システム図　　　　　　　　一式

　　　　　試験成績書　　　　　　　　　　一式

　　　　　機器・配管固定の施工図　　　　一式

・完成図等

・仮設備工事

・他工事との工事区分

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

　 最大電力が500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。

　 分電盤、制御盤、端子盤等の2次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径等は、図面と相

　 違しても差し支えない。ただし、相違する場合は監督職員の承諾を受ける。

　 フラッシュプレートが図面に記載がない場合は、

　 下記の露出配管は塗装を行う。(支持材、付属品共)

・ 屋外（指定場所による）　　　・ 屋内（ＥＰＳ・ＰＳを除く）

　 建築図(意匠図)による。

　 引渡しを要するもの以外は、構外に搬出し適切処理とし、搬出処理費は受注者負担とする。

　 既存部分の養生は、「改修標準仕様書」第１編第１章による。

　 はつり・コア抜き工事は、事前にレントゲンを撮り、埋設物及び鉄筋に支障がないことを確認し

　 本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図（１部）を監督職員に提出する。

　 ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

　 なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

　 仮電源    （ ・ 受変電    　　　　　　　　　            ）

　 　   　　 （ ・ 発電    　 　　　　　　　　　           ）

　 仮設備期間（ ・ 図示   　　　　　　　　　　             ）

4．指定部分　　　・ 無　　　・ 有（対象部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 工事写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方　建築設備編」（編集：

　 （一社）公共建築協会、発行：（一財）地域開発研究所）によるほか、監督職員の指示による。

　 図面に記載がない場合は、「工事区分表」による。

・ 金属製（ステンレス、新金属を含む。）　・ 樹脂製(コスモグレーシア同等品) とする。

・ 電灯設備

・ 動力設備

・ 受変電設備

・ 構内情報通信網設備

・ 構内交換設備

・ テレビ共同受信設備

・ 自動火災報知設備

　・「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下「標準仕様書」という。）

　・「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版）」（以下「改修標準仕様書」という。）

　・「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版）」（以下「標準図」という。）

・

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

2．特記仕様

項目及び特記事項は、　印の付いたものを適用する。

２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

・「　　　 電気設備工事標準仕様書・機械設備工事標準仕様書（最新版）」

・「内線規定(最新版)」

・「電気設備技術基準(最新版)」

　・「高圧受変電設備規定（最新版）」

・

　 ※提出は遅くとも図面施工開始日4週間前に監督職員に提出し、承認を受けること。

　 また、図中細字を既存・別途工事とし、太字を本工事とする。

・本工事は、病院を運営しながら行う工事であるため、患者・施設利用者・スタッフなどへの安全

・建築工事にかかる、工程計画・各種施工計画・施工安全計画などの検討制作に先立ち、現地調査
　並びに過去の施工関係資料の確認を行い、既存部分の状況把握を徹底すること。調査方法は計画書
　を作成し、監督員と協議決定することとするが、特に、撤去解体工事やあと施工アンカー工事の
　計画書においては、当該部分に見え隠れする既存配管配線、埋設配管配線及び、構造物などの有無
　並びにそれらの位置・寸法・仕様・系統などを調査すること。調査方法は、鉄筋コンクリート内は

・騒音・振動・臭気・粉じんなど病院や患者への影響を伴う工事は最小限にとどめる。やむを得ず

・病院の既存機能を一時的、継続的に遮断、停止する場合や病院内の一部立ち入り制限を伴う工事は

・別途発注の工事施工者・医療備品工事業者と連絡調整を緊密に行い、円滑な施工管理及び、総合

・各施工図作成に先立ち、平面詳細施工図に電気設備工事・機械設備工事・医療備品工事等の施工
　情報を記入したプロット総合図を別途発注施工者がいる場合は協力して作成すること。

・既存部分の取り合いにおいて、本工事に伴う既存部分の軽微な加工及び、改造は本工事とする。

・本工事に先立ち、関係行政窓口の建築指導課へ「工事中の安全上の措置等の計画届」の書類作成

・その他の官公庁等との手続き（労働基準監督署への届出（足場等）、建設リサイクル法、

　確保を第一優先と考え、病院の医療機能への影響を最小限に留めるよう配慮して工事を行う。

　最小限にとどめる。やむを得ず影響が発生する場合は、対策を講じた計画書を作成し、事前に内容

　影響が発生する場合は、影響の拡散防止に配慮した計画書を作成し、事前に内容の周知をはかり、

・解体、撤去工事においては、着工前にアスベスト調査を実施し、法的に必要な手続きを行うこと。
　調査等に関わる費用は施工者の負担とする。

・改修工事において建具や家具など既存部分と取り合う工事部分は、壁や天井など周囲の補修を

　の周知を1ヶ月前よりはかり、了解を得た上で施工すること。

　安全管理につとめること。

　（天井伏図施工図及び、展開図施工図も準ずる。）

・施工上の条件事項

　Ｘ線写真撮影による非破壊検査とする。

　了解を得た上で施工すること。

　及び提出を行うこと。ただし、建築基準法第９０条の３に該当しない場合はこの限りではない。

　騒音規制法、消防法)を行うこと。及び提出を行うこと。

　行うこと。補修方法は監督員との協議の上決定する。

監督職員に報告すること。

電気設備工事

図面記載注意点

　地名地番：三重県四日市市大字日永5450－132

呼び線 　 長さ1m以上の入線しない電線管には、電線太さ1.2mm以上の被覆鉄線を挿入する。・

非常用の照明装置の

照度測定箇所数

・ 　 測定数　原則各室　１箇所以上　

工事用電力・水等 　本工事に必要な工事用電力・水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続等に要する費用

監督員事務所

工事用仮設物 　すべて請負者の負担とする。

　構内につくることが　　・できる　　・できない

・

・

・

は、発注者の負担とする。ただし、安全面上既存電力の利用は漏電付コンセント (ﾋﾞﾘﾋﾞﾘｶﾞｰﾄﾞ)を

使用すること。

三重県立総合医療センター１階外来トイレ改修工事

　・ JIS T 1022:「病院電気設備の安全基準」及び追補版による。

・工事関係書類 工事関係書類の作成においては「工事書類様式」同等書類を使用すること。

（国土交通省ホームページからダウンロードすること。）

　※建築一括発注の場合は一部書類を一括化することが出来る。

工事施工に伴う官公署への工事着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への

必要な届出手続き等を遅滞なく行うこと。なお、届出手続き等の費用は、請負者の負担とする。

（完成検査手数料、中間検査手数料、昇降設備計画通知・検査手数料等を含む）

・官公署への手続き

・施工調査 　 事前調査（ ・ 本工事　　　　・ 別途　　　　　　　　　　　　　　 ）

　 調査項目（ ・ 既存資料調査　・ 既存設備調査　・ 既存埋設物調査　）

　 施工を行う前に、受注者は十分な調査を行い、建物に影響がないことを確認するものとする。

　 　その為、「施工図・製作図等提出予定表」を着工後速やかに提出すること。

省エネルギー 　本建物は省エネルギー適判に関わる建築物で、発生した変更内容を届出する必要があり・

　受注者は変更内容に関わる図面作成を、遅くとも完了検査の３ヶ月前に監督員に提出すること。

三重県

・設ける(25㎡程度) 設けない（ただし、打ち合わせスペースを確保する。）

建築工事に準ずる。

備品の種類及び数量(電気設備)

備　　　　品 数　量 備　　　　品 数　量

机・椅子・ロッカー

１式

作業着・靴・ヘルメット等

打合せテーブル・椅子・棚 パソコン(インターネット接続)

２

２

２

１式電話機・空調・時計・懐中電灯

安全帯・安全靴 ２

・

・

・機材の品質等 　 （１）本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び

　 　　　性能を有するものとする。

　 　　　　① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

　 　　　　② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

　 　　　　③ 安定的な供給が可能であること。

　 　　　　④ 法令等で定めがある場合は、その許可、認可、認定又は免許を取得していること。

　 　　　　⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

　 　　　　⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

機材名 製造業者等名

　 （２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明とな

　 　　　る資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項を評価

　 　　　されたことを示す外部機関が発行する書面を提出し、監督職員の承諾を受けた場合は、

　 　　　証明となる資料等の提出を省略することができる。

・LED照明器具（一般屋内用に限る）

・可変速運転用インバーター装置

・分電盤

・制御盤

・キュービクル式配電盤

・高圧スイッチギヤ（CW形）

・高圧スイッチギヤ（PW形）

・高圧交流遮断器

・高圧進相コンデンサ

・高圧限流ヒューズ

・高圧負荷開閉器

・高圧変圧器（特定機器）

・交流無停電電源装置

・太陽光発電装置（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

・監視カメラ装置

・中央監視制御（監視制御装置）

・照明制御装置（照明監視制御装置及び照明制御器）

適用区分

・ 風圧力

　 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　 風速（Vo=　　60m/s　　　　　　）

　 地表面粗度区分（　　　　　　　　　）

・ 積雪荷重

　 建設省告示第1455号における区域　別表（　　　　　）

環境への配慮

　 （２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共

　 　　　に、次の①から④を満たすものとする。

　 （３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」と

　 　　　は次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

　 　　　材料を指す。ただし、設計図書に規定がない場合は、監督職員と協議する。

　 　　　　① 建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムア

　 　　　　② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材

　 　　　　　 料を使用する。

　 　　　　④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムア

　 　　　　　 材料を使用したものとする。

　 　　　　　 ルデヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない

　 　　　　③ 接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシ

　　 　　　　 ルデヒド発散建築材料以外の材料

　 　　　　② 建築基準法施行令第20条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　 　　　　③ 建築基準法施行令第20条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

　 　　　　④ 建築基準法施行令第20条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　 　　　　① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パー

　 　　　　　 ティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩

　 　　　　　 衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない

　 　　　　　 又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散

　 　　　　　 量」の区分に応じた材料を使用する。

　 （１）「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の

　 　　　推進に関する基本方針（平成31年２月閣議決定）」による特定調達品目の判定の基準を

　 　　　満たす環境物品等を選択するよう努める。ただし、公共分野の特定調達品目の機材を使

　 　　　用する場合は、判断の基準を満たすものとする。

ル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く。）が添加されていない材料を使用する。

項　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

足場その他

・ 内部足場（ ・　　種　・　　種 ）　・ 外部足場（ ・　　種　・　　種 ）

・ 建築工事にて定置したものは無償で使用できる。

・ 本工事で設置する。

　 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライン

　 の別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における 2の(2)手すり据置き

　 方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

・耐震措置 　 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　 2014年版」

　 （独立行政法人建築研究所監修）による。

設計用標準水平震度

【備考】・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合

　 （１）設計用水平地震力

重要機器 重要機器一般機器 一般機器

2.0

1.5

1.0

2.0

1.5

1.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.0

0.6

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.0

1.0

1.5

0.4

0.6

1.0

0.6

1.0

1.5

0.6

0.6

1.0

中間階 防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

・　特定の施設 ・　一般の施設

地下、1階

屋上及び塔屋

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

上層階、

　 　　　機器の重量［kN］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　 　　　なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。

　 　重要機器は次のものを示す。

　 　　・ 配電盤　・ 発電装置（防災用）  ・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置

　 （２）設計用鉛直地震力

　 　　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　　　　・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの

　　　　・水槽類に燃料小出槽を含む。

　　　　　は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

設置場所 機器種別

・ インバータ装置の規約効率 　 三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22

86.0 88.5 92.0 93.0 94.0 94.0 94.5 94.5 95.0 95.5 95.5

95.087.0 90.5 94.0 94.5 94.5 95.0 95.0 96.0 96.5

95.5

30

96.5

電動機出力[kW]

規約効率[%]
定格電圧 200[V]

定格電圧 400[V]

電動機出力[kW]

規約効率[%]
定格電圧 200[V]

定格電圧 400[V]

37 45

95.5 95.5 95.5 95.5

96.5 96.5 96.5 96.5

　【備考】(1)規約効率は、JEM-TR 245 「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

　　　　　(2)0.4kWの規約効率は、JIS C 4212 「高効率低圧三相かご形誘導電動機」のIP4X、6極、

　　　　　　 50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

　　　　　(3)0.75kWの規約効率は、JIS C 4213 「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナ

　　　　　　 ーモータ」のIP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

93.5

55 75

　 共用部(廊下等)・事務等 　 住居室・医療室・病室等

　 要の場合、オリジナルファイルも提出する。

・ 既存完成図（ＣＡＤデータ）の修正を行う。

・ 保全に関する資料

・ ＣＡＤデータの提出（ ・ 要（２部）　・ 不要 ）

監督員事務所内トイレ(洋式) １式

作成図書 ・各種施工図及び総合図（平面図・天井伏図・展開図）を作成する事。

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(1.7.1～3)(表1.7.1)

・

・停電を行う場合は必ず計画書を監督員に提出し、了承を得てから行うこと。また、主任技術者の

　立会いの下行うこととし、立会い費用は受注者負担とする。

・構内掘削、建柱等作業は必ず交通誘導員を配置し、作業場所を区画して構内の安全を図ること。

　※ただし明らかに人や車両が通過しない場所は除く。

　 　※平12建告1388 及び 平12建告1389 に準拠する。

建築特記仕様書及び案内・配置図参照

01Ｅ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

電気設備工事特記仕様書(1)

労働安全衛生法に基づく

労働災害防止措置等

かし等調査への立会い

工事の入札等について

各種点検、調査、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見学会等への協力　

変更等・

・

・

・

・

　　　また、労働安全衛生法第15条、第15条の2及び第15条の3に規定する次の者を労働基準

　ア　統括安全衛生責任者

　イ　元方安全衛生管理者

　ウ　店社安全衛生管理者

　　☆・　本工事の受注者を指名しない。

　　　☆・　本工事の受注者を指名する。なお、この場合における氏名への同意については、

　　　　本工事の請負契約を締結することにより得られたものとみなす。

　　監督署長に報告した場合は、速やかにその写しを監督員に提出する。

　労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第2項における同法第30条第1項に規定する

措置を講ずべき者（統括安全衛生管理義務者）については、次による。

　　⇒　該当部分を選択する。

工事目的物の引渡し日から一年以内（又は二年以内）にかし等調査（工事請負契約書に規定する

かし及び不具合を確認するための調査をいう。）を行うので、受注者はその調査に立ち会うもの

入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

(1) 監督員が所属する部の監督員以外の職員が施工体制、現場管理、施工管理等の適正化を図る

ため、各種点検、調査等を行う場合は、受注者はこれに立ち会い、協力しなければならない。

(2) (1)の各種点検、調査等の結果に基づき、監督員から改善措置等の指示が出された場合は、

速やかにその指示に従わなければならない。

(3) 監督員が必要とする現場見学会等を開催する場合は、受注者はこれに協力しなければならない。

  設計変更等については、工事請負契約書に記載しているところであるが、具体的な考え方や

手続きについては、「工事請負契約設計変更ガイドライン（建築工事編）」によることとする。

な変更として取り扱い、これに伴う受注金額の変更は行なわない。

勿論の事、一般常識的に必要な工事完成に欠く事の出来ない物、取付位置・寸法等の変更は軽微

また、本工事は設計図書、特記仕様書に示された設備機能を完全に満足させる様に施工するのは

とする。

　本工事で、女性活躍などを支援する電気設備工事現場の環境整備として、作業員用の快適に利用

できる水洗洋式トイレ、女性作業員用の更衣室等を設置する場合は、契約後の協議とする。

受注者事務所等・

現場代理人、監理技術者・

及び主任技術者

(1)　本工事が　　　 議会上程案件の場合、　 議会で可決され契約を締結する前まで、配置予定

の監理技術者及び主任技術者は、他の工事に専任で従事することができる。

(2)　建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項の規定により専任が求められる監理技術者

又は主任技術者は、次の期間については工事現場への専任を要しない。

・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は

仮設工事等が開始されるまでの期間）

当該期間については、請負契約の締結後、監督員と協議の上、書面において定める。

・　橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行

一時中止している期間当該期間については、請負契約の締結後、監督員からの工事の全部中止

われている期間当該期間については、請負契約の締結後、監督員と協議の上、書面において

なお、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制

・　工事完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間

のもとで製作が可能である場合は、同一の監理技術者又は主任技術者がこれらの製作を一括

・　工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に
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工事の一時中止に係る・

事項

に提出し、承諾を受けるものとする　なお、基本計画書には、 ｢工事請負契約設計変更

ガイドライン（建築工事編）によるほか、 以下の事項を記載すること。

ただし、一部一時中止等で、工事現場の維持・管理体制が保たれている場合は、

イ　中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場

(1) 工事請負契約書第19条の規定により工事を一時中止する場合は、中止期間中における

工事現場の維持・管理に関する基本計画書（以下｢基本計画書｣という。）を発注者。

ウ　中止した工事現場の管理責任者は、受注者に属するものとし、この旨を明記すること。

工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事弁場を保全すること。

ア　中止時点における工事の出来高、職員体制、労務者数、搬入材料、

の通知により定める。

定める。

して管理することができる。

内容を省略することができる。

　　建設機械器具等の確認に関すること。

　　の維持･管理に関する基本的事項。



建築工事では、全体工期から別契約の関連工事に要する機器等の総合試運転及び調整期間を差し引いた

概成工期を定め、関連工事の作業と競合する部分の建築工事の仕上げ等は、「概成の日」までに完了するよう

工程表を作成している。

また、工事の完了が、別契約の関連工事と同時竣工の場合は、これらの調整が完了した日を工事完

了日とする。なお、工程表には「概成の日」を明記し、関連工事との連絡調整を十分に行い、

工期末に同時竣工するよう協力する。

※　概成工期の概念図（概成工期の定義は、標準仕様書による。）

実施工程表

電気・機械設備工事

その他関連工事

竣工概成の日

着工

着工

着工

総合試運転・調整

総合試運転・調整

総合調整
建築工事

・

仮囲い等を敷設する場合は、仮設の施工計画書について監督員の承諾を受ける。施工計画書・

保全に関する資料

●　付属品等引渡し通知書

●　試験成績書

●　官公署届出書類（副本）

●　官公署届出書類の写し

●　鍵・備品・工具リスト

●　保証書

●　建築物等の保守に関する説明書

（機器取扱説明書・装置の運転説明書等）

※官公署届出書類及び保証書を除き、２部提出すること。

(1) 保全に関する資料の作成内容等は、次による。

イ　その他の保全に関する資料

ア　建物保全データ　　電子データで２部

監督員から対象施設の設計時の「建物保全データ」を受領し、竣工データとして更新する。

・

塗装工事 (1) 塗料は、次に示すことに配慮した低VOC塗料とする。

　ア　建築物内装用の塗料は、有害金属類を添加していない塗料であって、 VOC含有量 1%以下（鉄部

    用は5%以下）の水性塗料であること。

  イ　建築物外装用の塗料は、有害金属類を添加していない塗料であって、従来の溶剤型塗料と比較し

    VOC含有量を低減した塗料であること。

　  塗料の塗布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとる。

    また、施工時及び施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放出さ

    せる。

・

あと施工アンカー (1) 埋込み配管等の探査の範囲及び方法は、監督員と協議する。

(2) あと施工アンカーの性能確認試験は、製造者の標準とする。

(3) あと施工アンカーの施工後確認試験は、目視とし監督員の確認による。

・

ア　災害発生時は人名の安全を最優先とし、必要な処置及び二次災害の防止に努めるとともに、

　　速報を監督員に報告し、最終的な措置を講じること。

　　本図面に記載された型、番、製作者は参考とし、詳細は承諾図にて決定する。

ウ　主要機器（受電設備・発電機・盤類・照明器具・その他監督員が指定したもの）は承諾図により

　　作成し、搬入前に検査を受け合格したものを搬入する。

エ　本工事完成までに必要な諸手続、申請、各種提出書類の提出及び受電立会い、各種検査の実施

　　及び立会い等は、時期を失することなく計画的にできるだけ早期に実施していくこと。

　　受注者が責任を持って負担すること。

    手続きは全て受注者の負担で受注者が責任を持って行うこととし、保安業務の委託にかかわる

　　費用は引渡月の末日までの費用を負担すること。

キ　自家発電設備の燃料は、メイン、サービスタンク共に満タンの状態で引き渡すこと。

ク　発電機・盤類の際に使用するもので形状が特種なものを除き、電気用に標準仕様されている

　　200番の鍵を使用すること。

ケ　空配管には呼び線を通し、行き先札をつけておくこと。また、配管本体にも工事件名、施工者が分かるよう記載すること。

イ　本工事に使用する機器は承諾図により監督員の承諾を受けた後に製作する。

　　なお、電気代金等の費用は、工事が完了し引渡後の間まで受注者が負担し、引渡に際し必要となる

カ　AC-GC回路に使用する配線及びコンセントは、線色及び機種色を変える表示を行う等の方法により

オ　本工事で必要となる各種手続き、請負金、委託、保証金等は全て、工事に係る経費に含まれ、

　　AC-GC回線と認識できるようにする。

一般事項・

予備品

ただし、採用した機器で不要なものは除く。

製作者の標準及び　　　 電気設備標準仕様書による・

建設副産物　  

　　・静岡県建設泥土リサイクル指針

　　・静岡県建設リサイクルガイドライン
　　・建設副産物適正処理推進要綱

　　・建設副産物処理指針
　　・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

　　・資源の有効な利用の促進に関する法律

　　・建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律
１）下記法令に基づき、撤去発生材等建設副産物を発生量抑制、再利用、適正処理に努めること。

８）ブレーカー、天井ボード等の撤去を行う場合はアスベスト含有調査を行い、適切に処分すること。

７）イオン化式煙感知器を処分する場合は、製造メーカーに返送すること。

　　なお、建設副産物同様に処理調書を提出すること。

メーカーに返送し、受入証明書を提出すること。

　　・建設廃棄物積込時の写真（車両ナンバープレート等が読取可能なもの）

適切に処理すること。

の安定器が含有していた場合は適切な容器に収めるとともに、適切な場所に保管し、工事完了後、

６）照明器具の安定器や変圧器を処分する場合は、ＰＣＢ含有を確認の上処理をすること。照明器具

５）誘導灯や自動火災報知設備等に使用されている蓄電池はダンボールに梱包の上、リサイクル

　　　環境整備公社または、それに準じた処理施設へ持込むこと。

４）水銀など有害な物質を含む蛍光管・水銀ランプを処分する場合は、破損させないように養生し、

３）本工事で発生した電線、ケーブル類は関係法令に基づき適正に処理すること。

　　・マニュフェスト票（各写し）（※原本は業者保管）
　　・各処分地等の写真（各都道府県許可番号がわかるもの）
　　　なお、検査対象は発生地から最終処分地までとする。

　　・建設廃棄物処理受託者の収集・運搬・処分に関わる知事の許可証（写し）

　　・建設廃棄物処理委託契約書（写し）（※原本は業者保管とし、検査時に提示）
　　・運搬経路図（地図にマーカーすること）

　　・廃棄物の処理フローチャート
　　また、工事完了後に建設副産物処理調書を提出すること。なお、調書の詳細は下記による。
２）マニュフェスト等、建設副産物処理に関する書類を随時整理・管理すること。

・

分電盤

  ・分電盤、開閉器箱に配線を接続する場合は、原則、端末を取替えること。

　・盤のドア裏面には施工者銘板（受注者、施工者名・しゅん功年月・連絡先）を取り付ける。

    メーカー標準の図面ホルダーを取り付け、内容は同様とする。

    平面図も入れること。サイズはＡ４ファイルが入れられる大きさとする。既製盤についても

    にてブレーカー近接部に取り付ける。

　・製作盤のドア裏面に設ける図面フォルダーは、鋼板製で溶接とし、結線図だけでなく関係する

　 ①キュービクル（製作盤）：NO.２００

　 ②分電盤・制御盤等（製作盤）：NO.２００

　 ③既製盤：NO.２００

　・動力盤のブレーカーには負荷名称・電動機容量を明記する。材質は、メーカー規格品か、シール等

　・盤からの給電先を示すカードホルダー（回路名称）は、文字を太く、大きく明記する。

　・盤のドア表面上部に取付ける盤名称札は、アクリルエッチングプレートをビス止めとする。

　・盤類の鍵については、屋内外を問わず原則として下記の通りとする。

　・特記がある場合に限り、メーカー既製品の分電盤・制御盤等を使用することができる。・

・分電盤、開閉器箱に1次側配線接続後、増締マーキングをし、増締者・年月を盤裏面に記載すること。

しておくこと。

　・電線の接続（使用）に際し、電圧識別（色別）が不明になる場合は、端部のテープ巻き等で明確に

おこなう。テープ巻きの回数は内線規程による。

・防水・防湿が要求される箇所の電線接続は、自己融着テープ巻きの上にビニールテープ巻き仕上を

内容については下表による。なお、取付箇所は、ケーブルラックの立上り部等の容易に確認できる

・電線、ケーブルの要所には、合成樹脂製・ファイバ製など、線名札を取り付けること。設置場所、

共通事項・

　※５　プレートの取付は、１点止めまたは２点止めとし、インシュロックまたは被覆付銅

　　　　バインド線を用いる。

・盤類の据付は、アンカーボルトに平ワッシャー＋ダブルナット止め（ボルトは必ず

・分電盤、弱電端子盤内に盤図、系統図、端子接続表、平面図をケース等に収め置くこと。

　・盤類と配管との接続口には、ネオシール等を詰めること。

　・盤及びボックス類を水気のある場所に設置する場合、取付面の隙間に防水処理を施す。

　・手の届く範囲(H=2000m以下)のダクター、ダクタークリップ等は端部を保護すること。

・屋外に使用する電線管のカップリングは防水型とする。

  ・差込コネクタは１．６ｍｍ・２．０ｍｍのサイズで透明製のみ使用可とする。

  ・二重天井内のケーブル配線は、吊りボルト等に支持をしてふ設すること。

　※６　プレートの形状は、丸形・楕円・長方形のいずれでも良い。

　※４　表中以外の場所でも、水没するおそれのある場所にはアクリルプレートを用いる。

　　　　場合には、アクリルプレートを使用しても良い。

　※３　ラミネートチューブ加工ではなく、アクリルプレートを使用したいとの申し出があった

　※２　丸札には、油性マジックで丁寧に表示すること。また、テプラでも良い。

　※１　表中のアクリルプレートとは、アクリルプレートにエッチングして表示することを示す。

(4) 既存躯体に穿孔する場合はメタルセンサーリールを使用する。

　　  なお、上記項目は受注時の最新のものに基づくこと。

また、関連工事の施工要領図を作成し、監督員に提出すること。
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工種別の施工方法を職員に周知徹底するため、契約後速やかに監督員に提出し承諾をとること。施工要領図・

    場所にすること。架空線にはアクリルプレートに下記内容を概ね３０ｍごとに被覆付銅バインド線

    にて取り付ける。

  ナットよりも外に出す）とし、マーキングすること。

  保管すること。

  検査時の測定データをブレーカー付近に表示するか、試験結果表を分電盤内の図面ホルダーに

・漏電遮断器の動作確認を現地で行うこと。最小動作電流及び動作時間は現地測定データ又は工場

  巻き込むこと。また、ジャンクションボックス等にも名称を取り付けること。

・コンセントにはテプラ等にて盤名称及び回路番号を貼り付けること。テプラ等はプレート裏まで

  レス一覧表」を収めること。　また、各スイッチにはアドレスナンバーを表示すること。

・２線式リモコンについては、伝送ユニット、セレクタスイッチを設置している盤内に「負荷アド

・電話、放送設備等の設定については、受注者が動作設定（案）を作成し、事前に発注者と打合せを

  すること。

・電話及びインターホンは、内線番号表を取り付ける。

・LANジャックには、線番号をテプラ等にて取り付けること。

  ２線式リモコンスイッチ（集中）はどこが点灯するかわかるよう、図面等でスイッチ付近に示すこと。

　示し方は監督員と協議の上決定すること。
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電気設備工事特記仕様書(2)

試験・成績表・

放射線防護対策・

気密工法・

電線類・

コンセントの識別・

管路式地中線路及び

直埋式地中線路

発電設備・

・

保護協調・

保温・結露防止・

医用コンセント設備・

電灯・動力設備

工種 試験内容

電圧測定表（分電盤等）

絶縁抵抗測定表

接地抵抗測定表

照度測定表

コンセント極性試験表

相回転測定表

シーケンス試験表

受変電設備

非常照明照度測定及び点灯試験表

絶縁抵抗測定表

下記書類を竣工時に用意し、適切に試験を行うこと。監督員から指示がある場合それに従うこと。

接地抵抗測定表

耐電圧試験表　

シーケンス試験表

自家発電設備 絶縁抵抗測定表

接地抵抗測定表

耐電圧試験表

シーケンス試験表

運転試験調整成績表

騒音測定表

静止形電源設備

ばい煙測定表

絶縁抵抗測定表

接地抵抗測定表

充放電試験成績表

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

シーケンス試験表

電話・通信設備 絶縁抵抗測定表・ ・

接地抵抗測定表・

耐電圧試験表・

ケーブル動通確認表・

アンテナ性能試験成績表・

テレビ共同受信設備 テレビ端子電界強度測定表・ ・

その他各機器試験成績表　※監督員の指示による・

映像画質評価表・

拡声設備 絶縁抵抗測定表・ ・

非常放送音量測定試験表（アッテネーター含む）・

インターホン設備 絶縁抵抗測定表

電圧変動試験表

機器動作試験表

監視カメラ設備 映像出力試験成績表・

その他弱電設備 ※監督員の指示による・ ・

自動火災報知設備 ※消防検査済証・設置届で代替することが出来る・ ・

医療関係設備 各種ナースコール装置試験成績表・ ・

放射線使用室の壁にボックス、盤等を埋め込む場合は、その裏面に必要な厚さの鉛板を当て、

放射線防護の処置を行う。

配管の放射線防護は、貫通部径の２倍の長さまで鉛巻きを行うこと。

バイオクリーンルーム、手術、バイオハザード及びＲＩ等の各室に設ける電線管、ボックス

及び機器等は、他の室との汚染空気の流出入を防止するため、シール材充填や

防塵パッキンの使用等、気密保持に必要な処理を行う。

（部屋名： ）

・ ・ ・ ・

・既存建物のケーブル外皮の色は、既存配線と整合させる。

・

ＵＰＳ回路：青色とする。

・規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない材料で構成されたものとする。

ＥＥＦ ＩＥ ＣＥＴ ＦＰＴ

ＥＥＦケーブルの外皮の色は、一般回路：灰色、保安回路：赤色、

配線材は特記なき限り次のとおりとする。

一般回路は、白色とする。

自家発回路低圧は赤色、高圧は茶色とする。

ＵＰＳ回路は、緑色とする。

フラッシュプレートに一次側電源盤名称、回路番号をラベル等により分かりやすく明記すること。

コージェネについては、機器類に総合効率測定用のセンサー類を設置すること。

保安装置には、蓄電池の充電器や制御電源の配線用遮断器のトリップを警報

する機能を設けること。

定格実負荷試験は（ ・ ３時間 ・ １０時間 ・ ７２時間）以上行う。

埋設深さは及び施工は特記なき限り、JIS C 3653による。

埋設配管については、直線部分（10mごと）、曲折箇所、分岐箇所に標示杭及び標示ピンを敷設

すること。

保護継電器等の保護協調検討書（地絡、過電流）を監督職員に提出する。

医用コンセントは、JIS T 1021に適合し、ボディの色(JIS T 1022に準拠)は次による。

商用電源(医用一般回路) ･････････････････････････････････ 白色

一般/特別非常電源(医用自家発回路) ･･････････････････････ 赤色

交流無停電電源装置による瞬時特別非常電源(医用UPS回路) ･･ 緑色

フラッシュプレートに一次側電源盤名称、回路番号をテプラ等により明記すること。

（テプラ等の色は、コンセントの色と同色とすること。）

結露するおそれのある壁、天井にボックスを埋込場合、結露防止断熱カバー取付等の

結露防止処置をおこなう。

医用接地設備 接地抵抗測定表

総合 総合試験・連動表・ ・

（部屋名： ）

・高圧ケーブルは水トリー対策としてCET(EE)3層押出を使用すること。

医用コンセントは明工社同等の接地極上向きを使用すること。 (GC同様)

医用コンセントは明工社同等の接地極上向きを使用すること。 (GC同様)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・・

スピーカー動作確認・



工事概要

１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）

03Ｅ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

動力・コンセント設備１階平面図

●壁改修に伴うコンセント設備等　既設撤去及び新設取付

●温水洗浄便座の追加設置に伴うコンセント設備等　追加設置

●ナースコール等呼出装置（別途工事）

（ナースコール等呼出装置工事は本工事と同時期に実施するものとし、取合いについては協議の上施工すること）
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04Ｅ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

照明器具姿図

DDL-5439AWE

ダウンライト

LED 7W

消費電力 7W

定格光束 730lm

色温度 3500K Ra93

施工寸法φ100 H=70mm

DDL-5437AWE

ダウンライト

LED 5W

消費電力 5W

定格光束 490lm

色温度 3500K Ra93

施工寸法φ100 H=70mm

DBK-37171A

ブラケット

LED4.2W

消費電力4.2W

定格光束375lm

色温度3500K Ra82

※大光電機株式会社製

※ＬＥＤ交換可能機種
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１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）

05Ｅ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

電灯設備１階平面図

●天井改修に伴う電灯設備等　既設撤去及び新設取付

工事概要

凡例

ダウンライト

ダウンライト

ブラケットライト
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１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）

06Ｅ

設計図

2025.1.6
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

０ ０ ０

０
Ω

ＯＯ

自動火災報知設備・放送設備１階平面図

工事概要

●天井改修に伴う自動火災報知設備　取外し再取付け

●天井改修に伴う放送設備等　既設撤去及び新設取付

０

Ｏ

０

Ｏ

０

０
Ω

2350 3600 2750 5400

5
2
5

2
2
0
0

1
7
0
0

3
8
5

2350 3600 2750 5400

5
2
5

2
2
0
0

1
7
0
0

3
8
5

男子便所

女子便所

2100

24
00

多目的



(4) 撤去工事

その他監督員が指示するもの

1

2

3

4

5

機械設備工事特記仕様書

工事名称

適用基準

一般事項

　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各適用基準に準拠し、監督員

指示の下に入念かつ誠実に施工すること。

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、

図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施行することで将

来不具合が発生しうると判断される場合については、その都度、監督員と協議すること。なお設計

図書とおりの施行であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。

　他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努

めること。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示

により手直し施工を行うこと。

(1) 提出図書

(2) 機器及び材料等

(3) 官公署等への届出手続

(4) 品質管理

(5) 出来形管理

(6) 製品確認

(7) 耐震安全性の分類

(8) 機器の地震力（主要機器）

　　冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２．１．２０により、次の

　書類の写しを監督員に提出すること。

　 ・フロン回収行程管理表

   ・特定家庭用機器廃棄物管理表（家電リサイクル券）

　撤去する前にフロンを屋外機ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行うこと。

　パッケージ形空調機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても、上記に準じて

  冷媒の大気中への飛散を防止する措置を講じること。

1）

2）

※

※

※

※

工事に使用する機器及び材料等については、予め使用機材届出書（メーカーリスト）、

機器明細図、現品、カタログ、その他諸資料を事前に届け出ること。

尚、図面に記載の品番は、参考品番として便宜上メーカー品番を使用しているので、

メーカー選定にあたっては、同等品以上の性能を有するものとする。また、国等による

環境物品等の調達推進に関する法律（グリーン購入法）を考慮し、再生品などの

環境に優しい（環境物品）の調達に努める。

又、重量機器については、機器据付要領・耐震計算書もあわせて提出すること。

工事に伴う関係官公署への必要な諸手続きは、請負者が遅滞なく行い、これに

要する費用も負担する。

1）

2）

工事施工に関して、着手前・施工途中・施工後の自主検査を実施すること。

チェックリスト等を作成し、管理を行うこと。

以下の項目について、出来形管理の対象として管理を行うこと。

1)

2)

3)

4)

発注者、受注者において仕様を決定し、製作するような規格品ではない製品については、試

験・検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確認を行うものとする。

・

水槽類

工事書類　：

各１部ずつ

工事完成図書：

竣工図・施工図はＣＡＤにより作成すること。

工事書類は営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編、工事完成図書編）

に基づき電子納品すること。

工事写真は営繕工事写真撮影要領（平成24年版）に従い撮影すること。

建築包含工事の場合、監督員に確認のこと。

消火器の設置届については、機械設備にて設置届を提出する必要がある場合、

届出を行うこと。

防火対象物使用開始届については、書類の作成（機械設備図面の用意及び

機械設備に関する部分の記述）を行うこと。

各種機器据付

・

・

配管・ダクト工事

・

屋外排水工事

・

水栓、リモコンスイッチ類の取付高さ

適用する

設置階

耐震強度（設計標準震度、アンカーの種類・サイズ確認・埋め込み深さ）

基礎寸法

支持間隔

排水勾配

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

国土交通省国土技術政策総合研究所監修

なお、以下において選択する事項は、■印のついたものを適用する。

（　　　）

（　　　）

・施工計画書

・施工要領書

・機器明細図

・工事写真（データ）　　等

・機器完成図（ファイル等2部）

・保守に関する説明書（取扱説明書・保証書）　2部

・機器性能試験成績書　2部

・総合調整測定表（試験結果・測定結果等）　2部

・官公署届出書類控、検査済証　2部

・出来形確認書類　2部　等

・

・

・

・

設計標準震度Ks　(       )

水平、垂直等

振れ止め支持間隔

桝の深さ

適用しない

・打合記録

・工程表

・工事日報

地域係数   (1.0)

地域係数   (1.0)

・材料搬入報告書

・安全・訓練実施記録

・品質確認書類

　構造体（Ⅰ）類　　建築非構造部材（Ａ）類　　建築設備（甲）類

6

工事種目　　給排水衛生設備工事

工事概要

給排水衛生設備工事　

(1)　風量調整

(2)　水量調整

(3)　室内外空気の温度測定

(4)　室内外空気の湿度測定

(5)  室内気流及びじんあいの測定

(6)  騒音の測定

(7)　飲料水の水質の測定(水道法施行規則第10条による水質検査）

　 ※遊離残留塩素　については、上記適用の有無にかかわらず、測定を行なうこと。

7

　(1) 配管材料

・

・

・

総合調整

・

・

・

のうち　一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

有機物（全有機炭素（TOC）の量）、ｐH値、味、臭気、色度、濁度　について測定を行なうこと。

工事細目

給水管

雑排水管

通気管

汚水管

鉛管

給湯管

ガス管

消火管

屋外埋設排水

適用する

適用する

適用する

適用する

適用する

適用する

適用する

部分的に配管種類を変更する場合は、図面内に明記すること。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

（注）都市ガスの場合、ガス管欄を供給業者の仕様に適応修正のこと。

・

・

・

・

・

・

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116

(一般; SGP-VA, VB 　地中　; SGP-VD)

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011

(一般; SGP-FVA, FVB 　地中　; SGP-FVD)

水道用硬質塩化ビニル管　JIS K 6742

(一般・地中 ; HIVP)

水道用ポリエチレン管　JWWA K 144　（地中：PE）

※

※

※

配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）

※

土間：　下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

土間：　建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管

※

耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

配管用炭素鋼鋼管(白）　JIS G 3452 (SGP-白）

※

土間：　硬質塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

土間：　下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

※

耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

メカニカル型排水用鋳鉄管　JIS G 5525 (1種)

排水用塩ビライニング鋼管　WSP 042

※

土間：　下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

土間：　建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管

※

耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

排水用鉛管　　SHASE-S203

耐熱塩ビライニング鋼管　JWWA K 140

(一般　; SGP -HVA 　地中　;　内外面耐熱塩ビライニング鋼管）

一般配管用ステンレス鋼管、配管用ステンレス鋼管

（JIS G 3448,JIS G 3459)

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

土間：　塩化ビニル被覆鋼管（黒）

ガス用ポリエチレン管　JIS K 6774　（地中：PE）

地中埋設管VS は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(白）WSP041 (SGP-VS)

※

硬質塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

AS-62 (RS-VU)

※

コンクリート管（プレキャスト鉄筋コンクリート製品）

（1類水路用遠心力鉄筋コンクリート）

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

耐熱塩ビライニング鋼管　JWWA K 140

(一般　; SGP -HVA）

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　JWWA K116

(一般; SGP-VA, VB)

フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011

(一般; SGP-FVA, FVB)

・

・

・

地中埋設管VD は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

継ぎ手はコア内蔵型とする。

給水管100Aはねじ又はフランジ接合、125A以上は

フランジ接合(工場加工）とする。

継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

125A以下はVP、150A以上はVUとする。

継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、ＭＤ継ぎ手を使用

(地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き）

125A以下はVP、150A以上はVUとする。

同上ＭＤ継ぎ手　MDJ 002

125A以下はVP、150A以上はVUとする。

地中埋設管VS は、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち

上げた所までとする。

125A以下はVP、150A以上はVUとする。

適用しない

適用しない

適用しない

適用しない

適用しない

適用しない

適用しない

適用しない

AS-62 (RS-VU)

AS-59 (RF-VP)

AS-62 (RS-VU)

AS-62 (RS-VU)

AS-59 (RF-VP)

(1) 屋内給水設備工事 ・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・ ・

硬質塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

・

・

・

・

・

冷温水配管

冷水管

□ ・

(8)　その他（クリーンルームの清浄度の測定、クラス10000）

空調設備工事

空調設備工事

※はつり穴空け、穴埋め補修（外壁はシールする）は機械設備工事とする。

・ 土間：　硬質塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

耐火性硬質ポリ塩化ビニル管（FS-VP)

設置階

(1) 換気設備工事

(3) 衛生器具設備工事(2) 屋内排水設備工事

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による

(1) 屋内給水設備工事

本工事は既存給水管より取出し衛生器具等の必要個所へ給水する。

(1) 換気設備工事

天井改修に伴う制気口取外し再取付を行う

・

・

・

・

・

・

(2) 屋内排水設備工事

本工事は衛生器具等の排水を既存排水管へ接続する。

(3) 衛生器具設備工事

(4) 撤去工事

外来トイレ内衛生器具を更新する

本工事は既存配管及び器具の撤去を行う。

撤去範囲は図示の通りとする。

三重県立総合医療センター外来トイレ改修工事

設計標準震度Ks　(       )

(9) 冷媒（フロン類）の回収　　　・適用する　　　　　・適用しない

適用する・ ・

・

・

・ ・

三重県公共工事共通仕様書（最新版）

「公共建築工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）最新版」

「公共建築改修工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）最新版」

「公共建築設備工事標準図（電気、機械設備工事編）最新版」

「建築、電気、機械設備工事監理指針最新版」

「建築設備耐震設計・施工指針最新版」

・完成図（竣工図｛製本3(原寸 1部､A3(見開き) 2部・施工図｛製本1部｝

機械設備工事特記仕様書(1)
設計図

藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

2025.1.6

01Ｍ

（フェイスのみ新設）



・

・

※

※

※

※

(2) ダクト工事

(3) 保温塗装工事

ドレン管

冷媒管

油管

蒸気管

ブライン管

弁類

横走り管の吊り間隔

鋼管

ビニル管

耐火二層管

銅管

鉛管

鋳鉄管

横走り管形鋼振れ止め支持間隔

支持間隔

鋼管

鋳鉄管

ビニル管

耐火二層管

銅管

冷媒用銅管の横走り管の支持間隔

基準外径　9.52mm 以下　　吊り間隔　 1.5m以下

基準外径　12.70mm 以上　吊り間隔　　2.0m以下

形鋼振れ止め支持間隔は、銅管に準ずる。

短形ダクト

工法

形鋼補強

丸ダクト　　

１）

2)

・

・

材料

・

□

□

□

□

□

□

□

□

保温厚

グラスウール、ロックウール

保温厚　（mm）

給水・排水・ドレン

給湯・温水・消火管

蒸気管

冷水・冷温水

冷媒・膨張管

ポリスチレンフォーム

保温厚（mm)

給水・消火・排水管

冷水・冷温水管

冷水管（冷水温度2～4℃）

ブライン管

グラスウール保温材

（屋内一般等）

給水管

蒸気管

（屋外等）
給湯管（70℃以上）

ロックウール保温材

（防火区画貫通部等）

給水管

蒸気管

消火管

ポリスチレンフォーム保温材

（屋内一般等）

給水管

ブライン管

（屋外等）

給水管

ブライン管

・

・

・

・

・

・

・

・

・

※

・

・

100A以下　　－　　2m 以下

125A以上　　－　　3m以下

 80A以下　　－　　1m 以下

100A以上　　－　　2m以下

直管及び異形管各1本につき１ヶ所

6m以下

-

25A～40A

亜鉛鉄板　JIS G 3302 (SGCC 、SGCCA)　鍍金付着Z18以上

ステンレス鋼版　JIS G4305

アングルフランジ工法

共板フランジ工法

スライドオンフランジ工法

山形鋼　　　JIS G 3101

スパイラルダクト

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　(多湿箇所）　AS-62 (RS-VU)

配管用炭素鋼鋼管（白）　JIS G 3452 (SGP- 白）

硬質塩化ビニル管　JIS K 6741 (VP)

下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管

建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管

※

耐火二層管　JIS K 6741(硬質塩化ビニル管VP)又は

リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品

に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。

銅及び銅合金継目無管　硬質、軟質または半硬質　JIS H3300

断熱材被覆銅管　原管はJIS H3300による。 製造者標準品

ただし、保温厚は　ガス管　20mm、液管　10mm とする。

冷媒用銅管の肉厚は、冷凍保安規則関係基準の規定による。

配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管（黒）　JIS G 3452

部分的に保温材料を変更する場合は、図面内に明記すること。

125A以下はVP、150A以上はVUとする。

・

□

□

□

□

□

□

20

～80A

～25A

-

AS-62 (RS-VU)

AS-59 (RF-VP)

排水管

冷水・冷温水管

温水管

排水管

冷水・冷温水管

排水管

排水管

消火管

1.5m以下

8ｍ以下

65A～100Ａ

50A～100A

25

100～150A

 

-

-

20

～80A

-

-

-

保温筒　JIS A 9504 2号　40K

保温板、保温帯　JIS A 9504 2号　40K

保温板、保温帯、ブランケット

1号JIS A 9504

保温筒　JIS A 9511 3号

保温板　JIS A 9511 3号

25

100A～

-

-

-

□

・

・

□

□

□

□

□

□

□

30

-

32～50A

～25A

12ｍ以下

125A～

125A～

※　液管・ガス管共吊りの場合は

SUS鋼材　　JIS G 4317

給湯管

冷媒管

蒸気管

給湯管

冷媒管

冷水・冷温水管

給湯管（70℃以下）

30

-

～25A

～20A

-

液管の外径を基準とする。

溶接接合

40

200A～

65A～

32～200A

　

40

-

32～200A

25A～100A

～25A

・

□

□

□

□

□

□

□

温水管

冷媒管

温水管

ブライン管

冷水管（2～4℃）

冷水・冷温水管

50

-

-

250A～

50

-

250A～

125A～

32～80A

65

-

-

-

100A～

 (4) スリーブ工事

8

・

3）

給排水衛生設備配管の保温仕様

空調設備配管の保温仕様

屋内露出

機械室・書庫・倉庫

天井内・ＰＳ内

床下・暗渠ピット内

屋外露出

※

機器保温仕様

冷水・冷温水タンク

鋼板製タンク

冷水・冷温水ヘッダ

温水・膨張・還水

貯湯タンク

温水・蒸気ヘッダ

熱交換器

※

ダクト・チャンバー・煙導保温仕様

長方

形ダ

クト

スパ

イラ

ルダ

クト

サプライチャンバー

消音チャンバー、エルボ

排煙ダクト長方形

排煙ダクト　円形

煙導

※

※

※

配管用炭素鋼鋼管（白）の塗装仕様

露出

※

4）

ダクト保温施工範囲

   １．ＳＡ

　 ２．ＥＡ

   ３．ＲＡ

 　４．ＯＡ

チャンバー内貼施工

1.

2.

3.

4.

共通事項

1)

2)

3)

4)

5)

機器ダクト保温厚

保温厚

25mm

50mm

75mm

種別

屋内露出

機械室・書庫・倉庫

天井内・ＰＳ内

床下・暗渠ピット内

屋外露出

※

※

※

1)

１）

１）

２）

３）

１）

施工

管スリーブの径は、原則として、管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む）

より40mm程度大（=2サイズUP)なるものとする。

箱抜きスリーブは、木枠又は鋼板(実管ダクト）とする。

地中部分のスリーブは、塩化ビニル管(VU)とし、水密を要する部分のスリーブは、

つば付き鋼管とする。

請負代金額が1億を超える大規模工事については、地中梁以外の梁抜き

管スリーブは、亜鉛鉄板製とする。

その他のスリーブは、特記なき限り、紙ボイドとする。紙ボイド使用の際は、

配管前に必ず撤去のこと。

陸上ポンプ、送排風機（エアハン含む）の電動機は、すべて全閉防まつ形とし、

4極を原則とする。（加圧給水ポンプユニットを除く）。

配管途中、要所にはフランジ接続箇所を設置し、取り外しを容易にすること。

系統が分かるように、必要箇所（機械室、ＰＳ内等）に文字書き・矢印記入・バルブ札取付を

行うこと。手書きもしくはカッティングシートとする。

機器・配管・支持金物には、絶縁処理を行うこと。

配管に空気が滞留する恐れのある箇所には、エア抜き弁を設置し、最寄りの
ドレン管に接続すること。

1）

2）

3）

冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の保温種別

・

密閉式膨張タンク及び、プレート形熱交換器は、保温施工不要

屋内露出

屋内隠蔽、ＤＳ内

屋外露出、多湿箇所

屋内露出

屋内隠蔽、多湿箇所

屋外露出、多湿箇所

排煙ダクトは、ロックウール保温板、保温帯、1号を使用。

煙導ブランケットは、JIS G 3554 (亀甲金網）による亜鉛鍍金を施した網目16線径0.55

による防錆処理を施した平ラス0号で外面補強したものを使用。

銅亀甲金網は、JIS H 3260 網目10、線径0.5

塗料の種別

調合ペイント

ねじ切りした部分の鉄面は、さび止めペイント2回塗りを行う。

排水管については、上表床下・暗渠ピット内の仕様を防食テープ巻きに読み替える。

サヤ管工法；架橋ポリエチレン・ボリブデン管使用の場合は、上表保温不要。

消火管の保温は北勢・伊賀の山沿い寒冷地に限る。

保温化粧ケース仕上

ダクト(屋内露出［機械室、書庫、倉庫］、隠蔽部）、消音チャンバー・エルボ

膨張タンク、鋼板製タンク、排煙ダクト隠蔽部(ロックウール）

ダクト(屋内露出［一般居室、廊下］）、サプライチャンバー、貯湯タンク類

冷温水ヘッダー、排気筒隠蔽部（ロックウール）

煙導（ロックウール）

１

保温筒

保温筒

保温筒

保温筒

保温筒

１

鋲

鋲

一般・廊下

機械室

一般・廊下

機械室

屋内隠蔽

屋内隠蔽

１

保温筒

保温筒
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧保温筒

保温筒

保温筒

２

保温板

保温板

塗り回数

下塗り

１

２

鉄線

鉄線

鉄線

鉄線

鉄線

３

アスファルト

ルーフィング

鉄線

１
鋲

鋲

鋲

鋲

保温帯

アルミガラスクロス化粧保温帯

アルミガラスクロス化粧保温帯

保温帯

鋲

鋲

鋲

アルミガラスクロス化粧保温帯

ブランケット

中塗り

１

３
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

２

鉄線

鉄線
アルミガラスクロス粘着テープ

鉄線

鉄線

・

２
保温板

アルミガラスクロス化粧保温板

アルミガラスクロス化粧保温板

保温板

鉄線

鉄線

保温板

保温板

アルミガラスクロス化粧保温板

鉄線

上塗り

１

SUS鋼板仕上(屋外露出部分）

３

合成樹脂製カバー

原紙

ポリエチレンフィルム

ポリエチレンフィルム

４

合成樹脂製カバー

原紙
アルミガラスクロス仕上

着色アルミガラスクロス仕上

SUS鋼板仕上

４

鉄線

SUS鋼板仕上

カラー鉄板(屋内）

備考

下塗りはさび止めペイント

３
カラー鉄板

アスファルトルーフィング

カラー鉄板

アルミガラスクロス粘着テープ

アルミガラスクロス粘着テープ

アスファルトルーフィング

ガラスクロス

ガラスクロス

アルミガラスクロス粘着テープ

カラー鉄板

（消防打合せにより内容変更）

・に　　印

４

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ仕上

着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ

SUS鋼板仕上

５

アルミガラスクロス仕上

４

アルミガラスクロス粘着テープ

アルミガラスクロス粘着テープ

アルミガラスクロス粘着テープ

５

SUS鋼板仕上

カラー鉄板(屋内）

SUS鋼板

SUS鋼板

銅亀甲金網

9

6)

7)

指定資材及び参考見積りメーカー

分類

管

継手

弁

保温材

ポンプ

類

電動機

衛生

器具

タンク

桝

鋳鉄

製品

量水器

ガス

器具

ガス

警報
厨房機器

濾過

装置

滅菌機

屋外機器設置基礎のアンカーボルトは、構造体鉄筋より取り出す、

もしくはあと施工アンカー工法の類とする。使用アンカーについては、

機器仕様書、耐震クラス等を確認すること。また、重量機器にあと施工アンカー

工法を採用する場合、ケミカルアンカーを使用し施工すること。

機器、配管の耐震措置及び機器、ダクトの防振・消音については、標準仕様書

、標準図、施工監理指針及び建築設備耐震設計・施工指針に基づき十分考慮

すること。

資材名

塩ビライニング鋼管

配管用炭素鋼鋼管

塩化ビニル管

リサイクル塩化ビニル管

鉛管

銅管

排水用鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

ステンレス鋼管

耐火二層管
ライニング鋼管継手

鋼管継手

ビニル管継手

銅管継手

ステンレス鋼管継手

耐火二層管継手
伸縮管継手（ベローズ形、スリーブ形）

可とう継手

青銅弁・鋳鉄弁

減圧弁・温度調整弁

その他弁類

グラスウール保温材

ロックウール保温材

ポリスチレンフォーム保温材

横型遠心ポンプ

水中モーターポンプ

（汚水用、雑排水用、汚物用)

立形遠心ポンプ

電動機

衛生陶器・水栓

衛生器具ユニット
FRP製パネルタンク

密閉型隔膜式膨張ﾀﾝｸ（空調用・給湯用）

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ（溶接組立形）

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ（ﾎﾞﾙﾄ組立形）

桝類

排水金物

鋳鉄製蓋

量水器

ガス配管器具

ガス給湯器

ガス警報システム

厨房システム

冷媒用

水道用

管端防食

フランジ

外面含む

冷媒用

公団型

塩ビ桝

マンホール蓋

弁桝蓋

都市ガス

ＬＰＧガス

規格・メーカー等　(アイウエオ順）

「水」マーク表示品　WSP規格品

JISマーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

塩化ビニル管・継手協会規格品

SHASE-S表示品
㈱イノアックコーポレーション　㈱コベルコマテリアル銅管

住友軽金属工業㈱　　因幡電機産業（株）　または同等品以上

JISマーク表示品

「水」マーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

国土交通大臣認定品

JPF規格品

WSP規格品

JISマーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品
㈱イノアックコーポレーション  　東洋フィッティング㈱　

因幡電機産業（株）　または同等品以上

JISマーク表示品　SAS規格品

国土交通大臣認定品

設備機材等評価名簿による

トーフレ㈱　東洋バルヴ㈱　日立金属㈱　㈱ベン

㈱ヨシタケ　または同等品以上

JISマーク表示品

設備機材等評価名簿による

㈱キッツ　東洋バルヴ㈱　日立金属㈱　㈱ベン

㈱ヨシタケ　または同等品以上

JISマーク表示品

設備機材等評価名簿による。

シンフォニアテクノロジー㈱　㈱東芝　㈱日立製作所

富士電機㈱　パナソニック㈱　三菱電機㈱

㈱明電舎　または同等品以上

JISマーク表示品

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

協和コンクリート工業㈱　桑名工業㈱　

㈱ネオジオ　(有)丸八産業　または同等品以上

日本下水道協会、排水設備用樹脂製マス協会

規格対象品又は準拠品

㈱オオタケファンドリー　カネソウ㈱　ダイドレ㈱

㈱中部コーポレーション　　福西鋳物㈱

㈱ホクキャスト　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

愛知時計電機㈱　アズビル金門㈱

リコーエレメックス㈱　または同等品以上

伊藤工機㈱　㈱桂精機製作所　㈱藤井合金製作所

富士工機㈱　または同等品以上

ガス供給者の承認する製造者の製品

「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律」に基づき省令

による証票を付したもの

アズビル金門㈱　富士工機㈱　富士電機㈱

パナソニック㈱　矢崎総業㈱　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

オルガノ㈱　栗田工業㈱　サンエイ工業㈱　㈱三協

㈱三進ろ過工業　㈱タクマ　理水化学㈱

または同等品以上

㈱磯村　㈱オーヤラックス　水道機工㈱　

日本曹達㈱　または同等品以上

設計図書に関する情報欄

消火

装置

浄化槽

簡易

水栓

ブロア

阻集器

特殊

ガス

計測

機器

化学実

験装置

製缶類

温水

発生機

ボイラー

冷凍機

空気

調和機

冷却塔

防振

装置

加湿器

送風機

換気扇

全熱交

換器

空気清

浄装置

ダクト

付属品

ダクト

自動制御

【注記】

建築士法第２０条第５項の規定に基づく表示

■建築設備の設計に関し建築設備士に意見を聴いていない

□建築設備の設計に関し建築設備士に意見を聴いた

消火栓類

消火栓ホース

スプリンクラー消火システム

不活性ガス消火システム

泡消火システム

特殊ガス消火

合併浄化槽

クリーントイレ

グリス・ガソリントラップ

特殊ガス設備

製缶類・熱交換

真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

電気温水器

鋼製簡易ボイラー

鋳鉄製ボイラー

鋼製小型ボイラー

鋼製ボイラー

チリングユニット

直焚吸収冷温水機

小型吸収冷温水機ユニット

遠心冷凍機

ユニット形空気調和機

ファンコイルユニット

カセット形ファンコイルユニット

パッケージ形空気調和機

コンパクト形空気調和機

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

冷却塔

防振材・防振装置

遠心送風機（多翼形送風機）

斜流送風機

軸流送風機

消音ボックス付送風機

換気扇類

全熱交換器（回転形、静止形）

全熱交換ユニット
ｴｱﾌｨﾙﾀｰ（ﾊﾟﾈﾙ形・折込み形・袋形）

自動巻取形エアフィルター

電気集塵器

吹出口・吸込口

風量ユニット（定風量、変風量）

亜鉛鉄板

ステンレス鋼板

スパイラルダクト

フレキダクト

自動制御システム

①

②

③

（意見を聴いた者）

【氏名】

【資格】

【勤務先】

【登録番号】

【意見を聴いた設計図書（図面番号）】

JISマーク、水マーク（JWWA:日本水道協会規格）、WSP(日本水道鋼管協会規格）、

SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格）、JPF(日本金属継手協会規格）

SAS(ステンレス協会規格）の番号については、「公共建築工事標準仕様書

（機械設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。

JISマーク表示品と指定された資材は、工業標準化法施工規則に基づき、製品・包装

の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にJISマーク表示のあるものとする。

設備機材等評価名簿とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備

機材等品質性能評価事業」設備機材等評価名簿（最新版）をいう。但し、評価

事業名簿による場合、「納入地区及びアフターサービス地区」に中部地区又が含ま

れていて、評価の有効期間内にある場合に有効とする。

RC造

FRP

㈱立売堀製作所　　㈱北浦製作所

㈱村上製作所　㈱横井製作所　または同等品以上

日本消防検定協会の合格表示品

設備機材等評価名簿による。

エア・ウォーター（株）　セコム㈱　

日信防災㈱　ニッタン㈱　能美防災㈱　または同等品以上

（株）神鋼環境ソリューション　㈱ダイキアクシス

㈱西原ネオ　フジクリーン工業（株）

藤吉工業（株）　または同等品以上

国土交通大臣型式認定品

㈱LIXIL  積水化学工業㈱　ネポン㈱

㈱ハウステック　パナソニック㈱　ロンシール機器㈱

または同等品以上

朝日機工㈱　㈱アンレット　新明和工業㈱　㈱安永エ

アポンプ　または同等品以上

カネソウ㈱　㈱栗本鐵工所　下田エコテック㈱

積水プラントシステム㈱　または同等品以上

エア・ウォーター（株）　㈱セントラルユニ　日酸TAN

AKA(株）　日本エア・リキード㈱　または同等品以上

㈱島津製作所　電気化学工業㈱　東亜DKK㈱

㈱日立製作所　富士精密電機㈱　横河電機㈱

または同等品以上

愛知電機㈱　壽化工機㈱　㈱ダルトン　

ヤナコグループ　ヤマト科学　または同等品以上

㈱島倉鉄工所　㈱広島鉄工　㈱ベルテクノ

㈱前田鉄工所　　森松工業㈱　　　

または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

愛知金属工業㈱　㈱東芝　㈱日本イトミック

パナソニック㈱　三菱電機㈱　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

倉敷化工㈱　特許機器㈱　㈱ブリヂストン

明治ゴム化成　または同等品以上

ウェットマスター㈱　ピーエス工業㈱　アズビル㈱

または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

栗田工業㈱　㈱東芝　㈱日立アプライアンス　

パナソニック㈱　三菱電機㈱　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

JIS規格品

JIS規格品

大阪ラセン管工業㈱　㈱栗本鐵工所　（株）新富士空調

フジモリ産業㈱　または同等品以上

アライ実業㈱　㈱オーツカ　㈱栗本鐵工所

または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

・ ・

・

・

・

・

・

・ ・

・

・ 保温あり　　　・保温なし　　　・図面による　　　・その他（外壁面から１ｍ程度　）

・ 保温あり　　　・保温なし　　　・図面による　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

・ 保温あり　　　・保温なし　　　・図面による　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

・ 保温あり　　　・保温なし　　　・図面による　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

・ 内貼あり（　　　　ｍｍ　）　  　・内貼なし　　　・図面による　　　・その他（　）

※ 4） 屋外露出の通気配管は塗装とする。

・

・

・

・

・ ・

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

１6）

雨がかり部に取り付けるガラリのチャンバーには、水抜きを設けること。

屋外埋設管（給水、消火、ガス）には、埋設シートを敷設し、曲がり・分岐部には、

地中埋設標を施工すること。

冷水及び冷温水管の支持材には、合成樹脂製支持受けを使用すること。

水栓は、節水機構付きのものを使用すること。

冷媒管等防火区画貫通部は、建築基準法・消防法に適合する工法にて

地中埋設配管については、下記の沈下対策を講ずること。

・

・

・

・

屋外露出及び多湿箇所（トレンチピット等）の配管架台は、SUS又はSS溶融亜鉛

メッキ仕上げとすること。

屋外設置のマンホール類には用途名を入れること。

合成樹脂製カバーの仕上げについては、要所にステンレスバンド及び菊座の取り付けを

行うこと。

管は継ぎ手の組み合わせにより可とう性をもたせる。

接続箇所は必要に応じコンクリートで保護する。

土間配管は、土間筋に吊り下げるなど埋設配管を保持すること。

呼び径100A以下はM10、125A～250AはM12、250A以上はM16のステンレス

棒鋼を使用する。

また、平12告示1388、平12告示1389に順ずること。

防火処理を行うこと。（壁、床共）

・

・

・

揚水ポンプまわり、消火ポンプまわり、水道直圧部は　10kgf/cm2　とし、それ以外は

5kgf/c㎡ 　とする。

塩ビライニング鋼管に使用する際は、管端防食コア付き、又はライニング弁を使用すること。

設計図
機械設備工事特記仕様書(2)藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

02Ｍ

2025.1.6



１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）

設計図
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

2025.1.6

03Ｍ

換気設備１階平面図

３００ｘ３００

女子便所　ＨＳ

３ ３００ｘ３００

男子便所　ＨＳ

２ ２５０ｘ２５０

多目的便所　ＨＳ

１

工事概要

●天井改修に伴う制気口　取外し再取付け（フェイスのみ新設とする）

●制気口BOX内清掃及び黒塗り塗装

●ダクト配管は再利用（制気口BOX接続部は清掃する）
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洋風大便器

器　具　仕　様

男
子
Ｗ
Ｃ

５

女
子
Ｗ
Ｃ

器　具　名

衛 生 器 具 表

（型番：ＴＯＴＯ）

化粧鏡 EL80016

小便器 UFS900R（発電タイプ）

洗面化粧台

多
目
的
Ｗ
Ｃ

４

フィッティングボード YKA41R

合
計

AC100V７

１

備　考

CFS498BMCK、TCF5841AUP、YES400DR（音姫）、便座クリーナーディスペンサー（サラヤ）

設計図
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

04Ｍ

2025.1.6

衛生器具表

２

４

YH702紙巻器 ５ ２ ７

L型手すり TL112CL10、T110D16、T110D34 ５ ２ ７

小便器用手すり

AB680BR(×2)、AB690BR(×2)

１

MKWEC2400DPA14Y、TENA125A、T6SM10、MFT3C2394FキNB12W １１ ２

小便器下汚垂タイル

T112CU22、T110D15

４ ４

１ １ ２

コンパクト多機能トイレパック UADAK21R1A1AD、TCF5841AUP、YM6090A １ １

ベビーチェア YKA15S、YPH62017W2

２ １ ４

１

１

ベビーチェア YKA16S、YPH62017W2 ２ １ ３

１

掃除流し SK22A、T23AEQ20C、T37SGEP、TN114、T9R、TK22 １ １

フック YKH52AR

－

７

５

ハンドドライヤー TYC430WJ

カタログホルダー １ ６

１３

１ １ ２

６



１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）

設計図
藤原工業株式会社

訂 正 月年 日

05Ｍ

2025.1.6

衛生設備１階平面図
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工事概要

●トイレ器具の新設

●トイレ器具の新設に伴う　配管再取付け更新等

●床改修に伴う　排水金具更新（つば無し）・排水トラップ撤去

男子便所女子便所
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